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第 I 部林業経営形態の研究

第 I 章序 説

林業経営とは，林業生産を級統l~I':Jに行うところの，組織的な経済単位であるつ

ここに林業生産とは，林業における生産過程の実現をし、ぅ。これは，林I也または森林を対象として，労

働やいろいろの資本財をさらに川い，それらの価値を消耗して，材木茶積の成長をうながし，生産物とし

ての1材てまたは木材その他の林産物を得，あるいはこれを販売することである このような林業生産は，

農家，林業家，尚人，会トt，組合， さらに国家や地方公共団体などのような，個別経済によって行われ

る。この場合この林業生産が独立の生産部門として組織づけられ，経済単位として継続的に生産事業が行

われる場合，その組織を林業俗営，厳密には林業経営体といい，その経済主体を経営主体または経営者と

したがって，経営形態 (Betriebsforrnen) とは，一般に，継続的な生産の来日間休であるところのぽ遺

体としての，経営の種類ないし様式をし、うっ

この経営形態は，各種産業問，もしくは悶ー産業内でも，適当な標識を用いて区分することができる c

たとえば各種虚業における経営形態の分類につき，次のような方法がIIh 、えられよう 3

(1) 生産油t'Jの相違

価値拙取経営 目然より原材料を獲得するもので，原始生産部門がこれに当る。

1!nî値給十I経営力n工生産部Fつをし、う。

(2) 自然と消費者との問の財ないしサービスの位置の相違

民(始生産経営，加工経営，許]業経営などと区別される

(3) 縦営の移動l陸

定着経営土地産業に|刻する。

，'I^.定着経営工業溢営ヵ:主としてあたる 2

移動経営漁業，牧斉，簡易製材，木材生産業などである υ

(4) 生産物の種額

財生産 i経営普通の物質的財貨を生産する。

!目役給付経営 学校，図書館，輸送事業のようにサーピスすなわち用役財を生産する経営。

これらの標織にもとづいた場合，林業経営が価値拍取， níi始生産，定着，財生産を主たる性質としてい

ることは，見やすい。ただし，保安林の経営ではその無形的効用を問題とするかぎり，用役給付1掻営であ

るのまた，この生産物の主要な種類は具体的にその産業経営を特徴づける。林業悩営が材木などの林産物

を，おもな生産対象物とするため，農業経営とことなった生産方法や生面且織をもつことが理解される。

林業内部における経営形態の分績も，従来多少行われているが，生産技術，組融技術の相違に基礎を置

く区分が重んぜられてきた。作業種，更新方法，造林撫育方法，伐期令などが，生産目標たる樹種，材種

により異なって用いられ，さらに保続作業か間断作業かにより経営形態の相違をもたらすものとされた。

また林業経営の場合，その森林の構造が，経営の目標や成果にかなりの影響を及ぼすことがあるから，そ

の物的組織が重要な意味をもち，したがって，その組織づけに関する技術が，経営の属性として形態分類
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の一つの基礎となるのはいうまでもなし、。

しかし木論においては，形態分類の::)，1;1礎をできるだけ経営の経済的性質の現解におく 1 また組織体とし

ての技術を取り扱う場合でも，できるだけ経済に関係のある側面から，その性質を検討するけこのような

趨旨から経営形態を，次の各章に分けて論ずることとする。

第 1 経営の経済的形態による分'J;j'j

第 2 経営の企業形態による分'Jjfj

第 3 経営のi治属性にもとづく諸形態

第 4 経営の規模および位置の差による諸'形態

まず，第ーに経営自体はすべて経済性の原浬にしたがって，組織運営される。しかし，この経済性は本

来紺.rr~支阻の原闘であり，したがってさらに，経営自体に課せられる価値悶標のいかんにより，若干こと

なる規定をうける。このことは，照史 1:1句に経営生産の動機の変化にともない，経営の合問!性の概念が相当

に変化していることカ、らもう、日られる n さらに現在の資本主義経済下においても，経営の経済性を規定する

上位価値日擦にいろいろのもののあることが考えられる、それはとくに所有の性質から生ずるのこれらの

何値同標すなわち経済同擦の相違が経営の縦済的形態を分類する基礎となる これは経営の形態として，

最も基木的な区分であるコ

第二に経営は，その所有の細部の形態と出資の内容，およびそれらと I怪営指揮との関係のいかんにより

その経済機:Hliの上での相違を生じ，それぞれ経営形態上に特徴をもたらすリこれらの性質にもとづく諸形

態は，法律上各種の会社形態として規定されているもののほか，組合や公企業をも含め，一般経営学にお

いて，企業形態として論ぜられている。したがってこれらの諸形態が，林業経営において示す性質を述べ

る。

経営の経済的形態も，企業形態も，等しく経営の経済的性質の相違による分類であるから，これを経済

的形態としてまとめることもできるが，企業形態なる灯]認が一般的であり，方、っ統一的に記述しうるとこ

ろから，これを別の立に分けた。1.はより経営に近いため，さきにのべたが. 2. はその基礎を示すと

もいえる。したがって，内容1刊には同一種煩の経営形態を. 2 つの章に再述することとなるが，それぞれ

も見角を異にしており，両者十[[合して，林業経営の経済機構上の性質がJql解されようい

経済的性質にもとづく治形態の分績は，必ずしも林業J経営に特有のものではなし~しかし 3. に取り上

げる技術的F川被休としての林業縫営体の属'f:!tとしては，林業生産の固有の性質が示される 1

まず生産物の積:mが，適地，作業種，更新方法，伐矧令などについて，ある程度の区別を生ぜしめる

しかしてこれらの生産按術の相違により，物的判織としての森林の構造も異なってくることとなる。

この物的組織は，人的組織である管理組織とともに，それ自体経済性の原則に導かれながら，経営に組

織づけられ，運営される。しかし，その場合でも，とくに経済的目標などが経営に固着して，経営に異な

った生産の態様を示させることとなるつそれは，長期的におのずから定まってくる林産物の処分方法と，

それにもとづく押也および林木蓄積の用途区分，労働集約か資本集約かとし、う生産財投下上の相違，およ

び継続日悦H織体としての資本維持上の方針の変化など，となってあらわれる。これらの分類は，林業経営

の組織(運営)技術に関する性質を示すものである。

したがって，経営の諸属性にもとづく諸形態の章では，生産物の種類，林産物の処分方法，生産技術，

管理組織，林地および材木蓄積の用途，生産財投下組合せ上の相違，管庖組織および資本維持の程度(生
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産の継続性〉の各卸jに分けて，分類を行う J

4. には，経営規模および泌営立地の差による諸形態をjd;:ベる c この両者は経営を中心として見れば，

ともに経営の属性でもあり，したがって， 3. Iこ合わせて取り扱うことができる。しカ‘し，現実にこの両

者は，経済的日擦のみでなく，企業形態とも密接な関係があり，また 3. の諸属性のあらわれ方にも大き

な影響を与えているところから，一つの:敢にまとめたつまた意図するところは，この章において， 1.な

いし 3. に述べた諸形態をさらに整E思し，規模および立地と関係づけてみようとするにある r

第 E章林業経営の経済的形態

第 1 節 経済的形態の歴史的変化

これは，経営形態の変化を，生産活動の動機の変化から，閥解しようとするもので，したがって経営の

発生形態学的分類ということができる。

カーノレ・ピュツヒヤー*は，古代からの経済発展の段階を区分するのに，生産者からif~費者に財貨が到

達するまでの， m灘の長J;ffを考え，これを 3 段階としているが，それぞれの時代に特徴的な生産の形態を

あわせて示している勺

* Kar1 B�her: Die Entstehung der Volkswirtschaft 

(1) 封鎖的家内経済時代一家内経済的生産

(2) 都市l経済時代一職人的生産

(3) 国民経済時代一資本家的生産

このような時代区分による経済発展の段階は，わが国でも認められるところである。以下では，各時代

に応ずる林業生産の発達を概観しながら，それぞれの時代の生産形態の特質を述べる。

第]. 封鎖的家内経済時代

産業としての林業は，もっともおくれて発達したと見られるが，森林産物の使用消費は，いわば人類の

歴史と同様に古いへ原始人は原生林の中で，鳥獣その他の動物の捕獲や樹実3主主主の採取により，手から口

への生活を営んだが， )丘Jl として最も早くから用いられたのが木竹類で‘あったで、あろう。火の使用ととも

に薪材が汀J \，、られ，知識のすすむにつれ，木製訴兵も一般的となり，さらには木造建築も行われるように

なった〉人口の増加とともに，}H材や薪材のm費量がふえ，便利のよい地方の森林は伐保され，またー{\l\

は良羽i のため焼き払われ姿を行'j していったっ使利のよい地方の森林が不足するようになると，河川|湖海を

利用して， v防次奥地および遠隔地の森林が択伐または皆伐された この伐派されたあとが，自然に森林と

なったものを，天然林とし、ぅ。わが国では氏族経治の時代である c

年月の推移につれ，漸次天然林が増えたが，とくに用材樹種は他の樹種に圧せられて，十分に育たず，

ー方奥地の森林から伐出するには非常に手間がかかるので，中世の社寺や豪族は，これらの用材樹種を人

工で育成するようになった。その目的は，自家の溢済に必要な木材を準備することであった。この時代武

士の勃興につれ，森林は狩ii\i.の場として，また焼き払われて放牧にも用いられた3 ヨーロツパでは林内放

牧が盛んとなり，ナラ，カシワなどの樹林が尊重されたっ

この時代の特徴的な家内結済的生産は，外部の経済とは独立して，家族の生活上直接必要な財貨の生産

のために， f'J'われるものである。その生産過程は次の表式で示される。
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IA ~ .", IA' 羽T j :~ ・・・・・・・・ p........W'j1 Pm • .. 1 PI11 ( 1 ) 

すなわち，家族および僕熔の労働 A と，その他の生産手段 PI11を用いて，生産 P を行い，必要な財貨

W' をうるものであるのなお PI11は生産手段の消耗分を示している}これはいわゆる自給生産て、あって，

経済単位としては，厄年生活に必要な消費財 A' と消耗された生産手段の伺i境分とを，日己の経済内で~

産してゆく。表式 (1) の全治税がし、わゆる泌済循環の泊i"~で，その中 W....p ・・・・ W' が生産地税である

日~~史的に人口増加につれ WくW' Aく A' の傾向が見られるが，この生産形態では，必然的ではないご

この時代の林業は， ntr述のごとく， まず氏族などの大きな縦約単位の衣食住に必要な資料，つまり樹

実，山菜，鳥獣， lí'Lll支，用孫材などの無機i'J<.J生産よりはじまるが，豪族などの日給Jl!材附林においてこの

表式 (1) の意味・での，有機:'1甘生産も行われるようになる

第 2. 都市経済時代

都市維持守の発注につれ，人j在の自由などのは会制度的事J防の新展開をみ，人 1::/ の増加，慾望の増進，技

術の発述などが本11まって，しだいに分号室内勺な極的色|会が形成され，紺治単位は分解してノj寸刻実となり，貨

幣による山'jrWrの取引が拡がっていったいすなわちi丹j人の資本誌伎の進行につれ， /'i l~市経済がおこり，いろ

いろな附!??が売買交換されるようになると，林産物Jの一部も販売されるようになった。

わが国では，このi31:ì.1i: 1吐封建時代がはじまる。この頃には森林の伐J采がすすみ， 7.K淑がi回れたり.水害

が増加してきたので，領主は森林の(ÿ;j采を一;'\1\禁止したり，制限したりする一方， 7.K百11禰養や水害防止に

役立命つ林地に人了ー造林を自ら{子い，あるいは領民に奨励したづこれは当時の農業のための広いス会林野と

ともに，家内経済時代J!!\f鳴的生産林業が経済単位の白}jftt生産:に役立ったと同じ芯味で，地方経済または領

域経済の縦:l，y.に役立つものであった。しかし，保安のための造材判!も，成林のあかつきには，多く YI'l材と

して使用または販死され，管{主および一局領民の家計をうるおした勺さらに，採取可能の原生林がますま

す減少し，ー方天然林の諮肢が乏しい状態では，一般の用材や薪炭材の需要を充たし得ず，そのため林産

物jの倒的削除貴し，それに刺戟されて，山村ではi郁容や個人でも造林するものを生じた この結:呆，それ

まで領主有および i~\落有の林野が主であったが，新たに個人有林野も増加することとなる f

{， Ií市経済時代には，一般に手工業の発注につれ，職人i'I'J生産が行われた これは生産者が，主として自

己，家族や徒弟などの労働を用いて ， ?J:.i舌維持のため日~j ，日生産に従事するもので，この生産.ìl0.i主は次の表

式で示されるの

wipm P W'-G-W42i1' (2 ) 

自家および徒弟の労働 A 主生産手段 PI11を用いて生産し，生産物 W' を得て，これを販売し，その代

金 G で消費財貨 A' と生産手段の補資分を購入し，これを次の生産期間の生活費と生産の用にあてるご

なお Pm は生産手段一切を京すのでなく，その消耗分を示しているコ

この生産活動の本質は，自家労働の継続的利用により商品生産を行い，生活に必要な財貨を獲得するに

ある。したがって資本主義経済におけるがごとく，経済価値 G を値力需積しようとするものではないc

これは，いわゆる単純商品生産の段階で、ある 3 これを支部する原理が後述する生業の原理である c

なお，この場合，商品生産と自給生産の両音111可をもっ経営て、は，次の表式のように，生産主経済循環が

行われる。
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rA rW ' , (自給部分)1ムー-一一i二-A'
W~ ....p....W'~ い山且 rA ,. lPm lW'2(Rìîrli'，部分)-G-W川2Jr;二 !=Pm'

( 3) 

林業関係では，当初とくに無機的生産部門で，広くこのような生産形Î1~がとられた わが国でも，木地

雇の椛怖をmいての生産，また部落民が共同で木材や木炭の生産に従事したごときは，その例である そ

の場合 (2) 式は商品生産の過程だけを見た場合で， (3) 式(土自給Jtìの薪材，fjJ材その他の副産物の保取を

も見込んだ場合となるつ なおこの同式で， 'vV' は W より犬きくなることも，ノトさくなることもありう

る 1 しかしこの時代では，生産の動機が生計の維持にあるのだから， W' が急激に W よりブてきくなるこ

とは少なく，むしろ商業における問屋制度の発達のため t W ' 2 の交換しうる W"んの量が抑えられ，単純

生産か，ないしは W' が W より小さくなる縮小:再生産の過程を辿る場合が多かった，と考えられるコ

またTlíj込のように，この時代，森林資源は~JîIi次減少し，そのため有機的生産を必要とする地減が拡大し

てゆき，そのような地域に，林業経営が行われるようになるご当初封主主管{主自体の所有山林に (3) 式の形

で仔われたが，なお部落での林業の有機的生産の過程では，漸tr材木部積資本の!食い込みとなる一方，ヨニ:

計維持のため材社也の売却すら行われる場合も少なくなかったc この泊程を循環表式て、示すと，次のごとく

になる。ただしこの表式では，資本のi食い込みを示すため Pm は生産手段総額を示すこととし，なお自給

部分のます式はこれを省略した。

wjpm7mljwl P wl;二!;;ヘトーP戸川m!:::11;;71W21
|ヘ l

部落民は生産期間での生計に窮迫し，土地および午木木資本自体 Pm，を売却して，生活費 A にあて，

筏余の資本と労倒により生産を行い，総資本 W' を得るが，そのうち本来材木成長長に応ずる生産物 W' ，

の販売により得られる W" ，では，次の生産期間の生計を維持できないので，ふたたび資本 Pm'r の売却

を行い，@余の資本で生産を縦続する。その場合普通は Pm'<Pm'，であるから，縮小再生産の過程で

ある υ 一万部落民の手を離れた林地や森林には，これを政得した地主や I~百人により，さらに資本が投ぜら

れ，有機!1'i'J él:産が行われるようになる

なおこの時代の生産の一つの特質は，いわゆる注文生産が多かったことである これは次の国民縫務時

代の主要な生産の販売領域における特徴を示す市場生産に対するものである すなわち市場がせまく生産

物の需要者が限られており，この特定需要者のi主文に応じて生産を{子う。したがって，需要者の態度によ

り生産が左右され，生産過程それ自体が自由に発達することができない。 とくに林業の無機的生産の場

合， ~l\j'lî需要との中|百lに，封建的勢力や木材宿j人が，注文者として介在することが少なくなかった。また

有機的生産においても，領主が貢租代りに粧林を行わせたがごとき，また部分山や借地林業の形で，資本

の所有者が部落の林業を支配したがごときは，この注文生産の性質をもっと考えられる。

第 3. 国民経済時代

現代は国民経済の時代である。 ここでは，市場の不特定の需要に対し生産が行われる。市場生産であ

る。いちじるしく分業が発達し，すべての財貨は商品となり，企業約に生産され，それが消費されるまで

には，幾段かの経済の手を経なければならないさしたがって，この時代は商品生産，もしくは財貨の流通

の時代といわれるっこれが，国民経済といわれるのは，このような経済発展の段階が，近代的国民国家の
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成立とともに現われてきたからである。

この時代の展開は，わが国でも明治維新以降の資本主義の発注と時を同じくするへこの資本主義経済の

特徴は，私有財産ー制度を基縫とし，市場を対象として，いわゆる資本制問品生産が行われることである。

この種の生産の形態が資木家'1竹生産であり，このような生産の行われる場がし、わゆる企業であり，貨幣資

本を利用して，労働および生産手段を腕スし，貨幣(内営手IJを追及するものであり，その生産過程は次の表

式で示される。

G-witm P W'-G(G+g) (5) 

この資本家的生産は，貨幣資本 G を用いて，生産財をlIilJ入し，生産 P を行い，生産物 W' を販51:.し

て得られる貨幣 G' と当初]の授下資本 G との差，つまり利潤 E をできるだけ大きくしようとつとめるつ

この種の生産経営で，拡大再生産が行われる場合は，次の表式で示される。

同議}{~rn ( 6 ) 

ここでは利潤 E の一部 g，が，生産財 Wp の ~lliÃvこ丹J~ 、られ， いままでより生産要素量は大となり

(WくW+Wp)，拡大再生産により，より多くのjfH品が生産される。方 g，は資本家の生活資料 Wk の

町机にあてられる。

しかし，林業経営では，今日でも，後述するがごとく，純粋に資本家的経営と考えられるたぐいのもの

が少なし会日企業の一部にそれに近いものを見るにすぎなし、。しかし貨幣資本より出発し，いったん林

業の会自企業が成立した場合，利潤率は(尽くても比較的確実に利潤が得られる利益があり，またf間街路貴

の趨勢にある時代には，名目資本に対する利料率は必ずしも{尽くないっこの種の生産従営では， (5) また

は (6) の表式の生産が行われる

さらに林業生産の性質や森林所有の状態から，今日でもいろいろな生産形態が併存している O まず表式

(1) の自給生産も，林業経営の一部門あるいは農業怪営て、の林業生産部門 これを林業の準経営という

ーーとして，自給資料の獲得のため，相当面積にわたり行われている。その資斜の中には，燃糾や用材の

ほか，飼肥料，果実，菌蛍なども含まれる。これらは，農閑林，自家用林，農業m林野などと呼ばれてい

る。

しかし，今日では尚品生産を行う林業が，主要J部分を占めている τ この種の;経営や準経営でも，とくに

個人有林は，ほとんど先祖伝来の森林を対象とし.資本計算にもとづく事業を行わないところから，その

生産j過晶程は，むしろ(刷3ω) の衣

比較的小面債の7林爪t地'[也[由臼に，多量の自家労働を投じ，有機的生産を行い，生活資料をえている経営は経済的精

神において中世のものではないが，生産形態としては職人的生産に近いっすなわち生産の意図は，生産物

の販売によって必要な生活資料をうるにあり，資本の無制限の喜讃にあるのでなく，また希望しても得ら

るべくもないっ

ただし個人所有林でも経営規模が大きくなると雇傭労働が多量に必要となるので，表式は (3) と若干ち

がった形になる。

( " (,TT' l' r-'-f v A  *n r<....... I ¥V I a [A ~ ,,,' [W' , (自給部分)iwFp i 
wl p--M l 一一[u//ー I Iニ家計費

lPm lw' , (商品部分〉ーG-W"i 尚三i二W1Pm
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すなわちここでは，森林所有者=経営者の生産泌が?と消費経済とが分隊し，労銀が経営者の家計費とは

別個に支払われる形態となる 3 なお期初の W に比し. W' の方が大きいのはもちろんである。またこの

表式で、は期初と期末の生産資本が等しく W である場合を示したが. ~I:産資本処理の方針により，また経

営の規模により，期末の W が期初]より大きくなる場合も少なくない。

これらの溢営が，家計充足経治的経営形態に属することは，後述する

わが国の林業においては，国有t~;~!溢営が重要な位置をしめしている。今日特別会計制度により，かつ企

業会計の原則にもとづこうとしている所からいえば，ここでは (5) の家式による資本家的生産方法がとら

れているようである。しかし，図有林経営が，国民経済内でもっとも生産力のülい林業部門を強化し，長

期的に国民縦約への貢献の度合を高めてゆこうとする以上，資本家的生産における営利は直接の問題でな

く，また名目的な貨幣資本ではなくて，実物資本の維持および増加が，長期的な目標となりうる 4 この点

から茨式を示せば，次のごとくである。
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すなわち当初]実物1)1-こるさ1:産資本 Pm ， =G より出発し，その-ffi\の販売により生産手段 Pm'o と労働 A

を lfiVj;ス L. これを組織づけて CPm+Pm'o= Pm+，)生産し，生産結果としての実物資本のうち，一部を商

品 W，として販売し，以下同様に進行する。この生産過程において，少なくとも生産資本が不足し，これ

を有効に増加することによって，生産力を培進しうる限り，長期的にみて Pmく Pmリく Pm+2 および W。

くW，く・・・・となってゆくであろうし，また Aく A，く・・・・となることが望ましい その結呆として貨幣

資本・額も Gく G'，く・・・・となってゆく υ このような生産過程において，もし利潤 g が挙げられれば，国

庫収入となるが，これは経営の本質上つねには期待されないものである。

地方公共団体の林業経営でも，本質的には (8) の表式の生産形態がとられてよいと思われる。しかし，

地方財町政の財源としての g が目的の場合は. Go は圧縮され，そのときは W'o が減じて生産財の投下が

不十分となりやすく，また g が目的でない場合でも，地方の木材産業との関係から Go が圧縮されるこ

とがある υ その場合は . Pmo=G>Pm ， =G'，>・・・・となることも考えられるつ

森4将E令の行う林業経営はまだ少ないが，そこでは外部溢治との取引において (5) の表式による資本家

的生産が行わるべく(ただし利潤 g は組合員に還元される).また組合員への供給生産の場合は，次の表式

で示される。

G-W日一 ....p......W'-G
Irm 

(9) 

この場合，組合員や外部から集めた貨幣資本より出発したとしても，利潤が目的でなく，投下資本が回

収されればよし、。なおこのような生産の性質は，国有林や公有林においても見られるつ

第2節経営の経済的目標による分類

今日の林業経営の経済形態を分類するもっとも基本的なのが，この極営目標にもとづくもので，次のご

とくに区分される。

(1) 営利経済的目標一営利経済的形態
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白)家計充足経済的目標一家計充足経済8'];%態

(3) 共同経済的目標ー共同経済的形態

性)協同組合的 f=[ 標一協同組合的形態

以下には，これらの各項につき，経営目標の意味，およびそれらが経営における何値の循段構造に作用

するところを説明する

第 1. 蛍利経済的目標

資本の集中を前提として成立する会社有林，とくに株式会役の経営で追及される目標，すなわち，今日

の商工業溢営において一般的な，いわゆる企業の目標であるJ この企業は，資本計算にもとづき i品目の市

第 1 図営利縫済的形態

場f主j瑳を f子うことにより，最大の利潤を得ょうと

する経済形態である。この最大の利府!とは，ふつ

うは自己資本に対する利潤率の最大，また・切が

借入資本である場合には，利潤そのもののiEA大と

i伴せられる そこでの生産過程は，表式 (5) また

は (6) のごとくであるが，資本，経営組織および

生産の|州系は第 1 図で示される。

自己資フt-:の拠供者は出資者であるが，ふつう経

営指仰にまで当るので，企業者といわれるの企業

者は自己資木のほか他人資本を借りスれて，土

地. 1やド若干街その他の資本財を駒入し，告別i機|刻

をととのえ，さらに必要があれば若干の土地を借

り入れ，経営を組織し. f乍業労働を居佑し，生産

を{子う〕市場に生産物を販売し，収入のうちから

地代，利子，紛糾，賃銀，消耗資本財代金なとを

支払った余剰，つまり利潤が企業者に収得される D この'flj潤は企業者利潤および自己資木利子など〔と企

業者の自家労銀)をI含んでいる*。

*第 1 図および今後の図でも. Í'且税，公課，保険料その仙の克払費用を省略する。

なお企業者(この場合は経営者)は出資者(資本一家)と同一人である場合と，株式会社のご

とく実質的に分離する場合とがある一本来資本家は，貨幣資本あるいは実物資本を提供し，文J

何たる利子またはそれを含む侃当をうける。ここでは企業者は，経営生産を行い危険をf!ttClす

るから，その他に危険補償および企業者利潤をうける}

林業の現状では，さらに後述するがごとく，他産業での企業と競争しながら，純粋に最大利潤を追及し

うるごとき企業従営が，まだ少ない。会社有林の成立も，近年無視できない状態であるが，そのうちには

他の種舶の企業に従属するか， あるいは森林または休産物の佃絡の変化に束ずる授機的性質のものが多

く，生産経営の過程で営利を目標とする形態のものは，まだ少ない。

その回出は，経営組織の整備が容易でないことなどにもあるが，根本:'i'Jには林業生産の利潤率が著しく

低いことにある。しかし林業怪営でも，次のような予怨が可能である 3 すなわち，資木主義経済の発展に

つれ，資本書i債の増加とともに，市場利子率が低下し，国民;益済全体の生産のi王廻をさらに促進する傾向

にあること，および過去において，林産物への有効需要のたえざる増加のため，長期的に森林成長量を上
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廻る供給が継続しているとみられるが，このような趨勢が今後も予想、されるので，林産物の何格はゆi次総

責する傾向にあること，がこれである、市場利子率低下の予怨からは，現在の林業経営での{1J:\，、利潤率が

説持続しでも，企業経営が可能であり，さらに将来のかIj陥!路貨の予怨が加われば，さらに将来の利潤率の上

昇が矧待されることとなる。もし全業者がこのように予忽し，かっそのほかにこれ以上の利潤卒となる経

営を制活できなければ，林業怪営に資木を投ずることとなるであろう子

いずれにせよ，このような|則係から，困峨ではあるが，林業経営を利潤のほとんど期待されない限界企

業より漸次引き上げ，資本の流入をうながす可能性が増加しつつあるといえよう。

水林業生産に投ぜられた資本の利潤率=資本の効率は，造林から開始し. 30~40 年の伐矧令を

とった場合，静態縫済の仮定の下にふつう 5~6% になる。しかし，もし動態経済における林

産物何十告の!総資を縦続的だと考えるなら 10% もし〈はそれ以上の資木効率が，将来期待され

うる。これは必ずしも {JIい利率ではない、

しかし，企業がもし 30 年えでの (1+0.10) :10-1=16.5 倍の配当を条件として資本を募集

しでも，資本市場ではあまり応募しないであろう なんとなれば 30 年間に予想される物1削除

資にもとづく資本側位の減少は補償されず，一方なお有利な長期投資として数カ年の期限で年

2 同 5 分ずつの112当を仔い，復利計算を{子う投資信託事業のごときが現在存するからである、

他方もし:fJì在広大な森、休を購入し. 1直に生産話営を開始し，毎年収入を挙げ，資本に対し叩

当しうる伏肢にある場合，配当率は当l凶 5~6% でも，将来物佃iおよび1和宝物何十告が騰貴して

ゆくなら，利潤の名円資本に対する比率が増加し，したがって配当率も漸次大きくなりうるこ

とが考えられる σ 場合により農業縫営より有利かもしれなし、。 しカミし， このようなi担当率で

は，一般の伐木をあつめることは，国型11であろう。

しかし，林業以外の会社企業で，相当の利益剰余金があった場合，適当な投資たがなく，一

方社内にWd保すればネのi高い法人悦を課せられる状態に際し，これを林業に投ずるとすれば，

不利な用途ではなしかっ|手来もおそらく確実に矯加する資本を保有することとなる η また，

いったんこのようにして成立した休業会計は，本来のその低い利j問率が是認されている以上，

存続しうる広I曜をもっつ

第 2. 家計充足経済的目標

後iIS:するこH，同経済と同橡に，財貨に対する需要の充足を円僚とするものであるが，共同経治とことなる

のは，経営意志の発するのが弘l刊行'j費経済すなわち家計であることである。このような目標にもとづく縦

治形態を支配する原聞を，家計ラセ足の民CHIIもしくは生業の nn:wとし、ぅ二生業の j耳(J!ll f土家計充足の脈問!より

も厳携に併せられる J これは木来「ドtl上的な農業経営の一つの同様であって，生業広(涯の具体的なあらわれ

として，農民は生活上必要な限度に労働し，慾望満足の程度と，その慾望を佐得するに要する労働のあた

える苦痛のれ度との関係を，合同町ならしめることで足れりとしたへとくに家計・が効用を生産物の形で需

要する場合，すなわちさきにのべた家内経済的生産，表式 (1) の生産過程をとる自給生産の場合に見られ

るところで，生産の仕方も主観ねとなる。

しかし今日の農業経営の目標は，かならずしもこのように低い段階のものと認めることはできない 需

要が生産物を手段とする貨幣に重きを置くようになると，第一に経営者が生産t7JJをできるだけ有利に売る

ことに努めるようになり，ついて、全般的な資本計算は行わずとも，貨1幣格点

け合E浬里的ならしめるよう配慮する形態も生ずる このように部分的にもせよ，収支計計崎算がf仔子われるように

なると，営利経済的形惑に一歩近づくわげであるが，それでも家計と生産経済が未分雛で，いわゆる家業

の状態を脱せられないので，家計の伝統に支配されて，営利に徹することができないこ
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この目標による経済形態は，農家所有の森林についてはいうまでもなく，一般の個人有林の経営に見ら

れる。所有森林を一定の資本額として計算せず，ただそれからなるべく多くの効用を得ょうとつとめるっ

その一部に自給生産を行うほか多分に単純商店J生産を行L、，その生産過程が表式 (3) に近いものは，とく

に農家経済に従属する準経営に多い

しかしこの種の円標にしたがう経済形態でも，仔細にみると，若干の種'ßiが区別せられる。それは上位

何例目標が家計から生ずる点では同じだが， とくに林業生産を行おうとする b笥安の動機がことなるによ

る。この場合，所有森林の内容と L、う具体的財貨から生産を始めるのだから，その u'i援の動機:は，材木苦手

僚の利用方法に|刻するものとなるふしかしてこの森材不リ用の動機は，取引的動機，予備的動機および投機

的動機に分けられよう。これは，ケインズが貨幣保有の動機として示したところと同じである。けだし林

木部積は，それから効用をえようとする意図のもとにこれを保有 L~1:\]lしようとする以上，その保有は貨

幣保有の動機と異なるところはない ただ保有の期間が全体としてみれば，貨幣と比較にならないほど長

いわけである。

取引的動機は内部取引と外部取引とに分けられる 3 内部取引とは，家計もしくは家計に属する他の経営

生産に必要な林産物を供給するもので，しばしば述べた自給生産にあたる。この場合普通に支配するのが

生業の原fQ1である。毎年必要な薪材，山草などが自己の森林から必要のつど採取されるわけである勺

しかし外部取引的動機による場合は，その;意図が，材木または林産物を売却して，家計に必変な貨幣を

得るにあるため，若干事情が異なってくる。まず生産物をできるだけ有利に販売し，失う材木蓄績量など

をできるだけ減じようとする意志が働く。それは，次の取引のためのや同ミ蓄積の保有量をできるだけ大き

くしようとする意図からである ついでこのような立図は経験により， 拡大されて，現在の取引分の中

から，一部を保有してずっと将来の取引に備えようとするようになるコこの意味で，後に述べる予備的動

機が作j目するわけーである。すなわち取引的動機と予備的動機とが結合した形で，それが家計の貨幣に作用

し，予備的貨幣の一 j}[\を乏出して造林および撫育をf'tこう有機的生産が行われる。しかして家計が毎年，そ

の林業経営から貨幣を需要するよ?になると，いわゆる保続的生産の構造がとられるようになる。この場

合は，毎年の収入はもちろん，毎年の支出も取引的動機によるものとして，処理ーされることとなるのであ

る。

ところで，貨幣の保有量つまり流動作七)さ好は，所得のl函数である。\，、し、かえると，貨幣の取引(1句動機に

よる保有量は，次の予備的動機によるものとともに，所得の増加に伴ぃ，一様に増加する傾向をもっ。一

方林木帯積の保有の態度は，所得のどれだけを，林業経営に依存するかにより，異なりうるり

すなわち年所得の大部分を，その林業経営の収益に依存する場合は，収益たる貨幣は，主として耳HI的

動機にあてられる。総所得額の小さい聞はとくにそうでゐる。しかしてその所得を増加する途は，林業経

営の改良にあるから，自家労働の余裕および予備的動機による貨幣の余裕は，林業経営に投ぜられ，農業

経営と同様に，比較的集約な経営も行われうる。いわゆる所得主義経営であるつしかしこの形態でさらに

速やかに所得を増加する必要を生じた場合，林業の経営構造は往々にして破壊されやすい。経営構造上ゆ

とりがないわけである。一万大経営になると，取引的動機のための貨幣需要ひいては林木の収穫量に余裕

を生ずるので，予備的動機のための材寸、蓄積の保有量が増加するつ

次に，所得の一部分のみを林業生産の収益に依存する場合は林木蓄債の予備的動機による保有が大きく

なる。この傾向は，とくに大きい所得者になるほど促進される。体ド蓄積を平時取引的動機のため準備す
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る必要はないからであるこ

投機的動機にもとづく林木蓄積の処斑には，所有者の知識および過去の陶企業経験が影辞する J それは，

投機的動機による処理が，貨幣の場合と同じく利子率の函数である限り，利子卒への只!解，とくに株王勺打

場に対する-rG;の知識を必要とするからである。このような知殺は一般に，比較的所得の大きい階何に存

する。しかし一方林業経営の性質を知る以上，利子率の有利な理由にもとづく株式などの!府スは，多くの

場合取引的動機にあてる材寸て蓄債の一部によるか，たかだか予備的弱H幾のための保有分を充てるか，にと

どまることとなるであろう c

以上述べたところを整問すると，ひとしく家計充足経済的目標によるものにも，次のような生産形態が

区別されることとなる c

(1) 生業の原珂にもとづく~産形態 自給生産の形態，しかし，その他の形態の経済的町慮の影響をう

けて，この生産部門でも漸次価値計算1'1'-.1考慮ヵ:払われつつある。

(2) 予備的動機に重点をおく生産形態 準経営の相当の部分に見られる形態。林業収益に平時依存する

必要のない所得構造においてあらわれる。

(3) 取引E吉井茂に重点をおく生産形態 個人有の林業経営に普通の形j主であって，中・ノj、規模の場合はと

くにこの動機のあらわれが顕著て、あるが，経営J期実が大きくなると，予備的動機およびl待として

投機的動機も若干むすびっくことがある υ

これらの諸生産形態の家計充足経済的形態としての特徴は，同僚が家計ヵ、ら謀せられ，したがって生産

の上でも家計の負flI しうる資本および労働に制約されること，部分的な収支計算は行われても，資本計算

は行われないこと，意図するのは，粗収益より外部交払費用を差し号 I \，、た家計の所得から得られる効JHを

最大ならしめようとすることである。しカ‘して(1)から (3) に進むにつれ，もっぱら効用に依存する主観

的な生産形態から部分的にもせよ価値計算の惹;識

を生じ，林業経営からの所得を大きくし，家計に

おける所得総額の増加に役だてようとする生産形

態となる n その生産過程の表式は， (3) または (7)

に近いが，直接効用を追及するのでなくて，所得

の最大を通じて効用を大ならしめようとする点

で，営利主義に近づく c しかしその場合でも営利

経済的形態にまで発展し得ないのは，投入する生

産要素量などで家計の制約をうけるからである c

次に (3) の生産形態における家計経営，組織お

よび生産の関係を第 2 図および第 3 図に示した。

第 2 図は，主として経営者および家族の労働によ

り経営生産が行われる小規模経営の場合であり，

第 3 図は主として雇傭労働が用いられる大規模誕

営の場合であるむ

第 2 図の生産形態では，自家労働の所得減とし

て， i休業経営組織が用いられ，生産物の販売収入 第 2 図家計充足経済的形態(小規模縫営〉
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第 3 図 家言千充足経済的形態(大規模経営〉

相当分があわせて経営者の所得となる。

から計'jJ屯資木財の代金など外部支払費用を差し引

いた主t鍛が，貨幣所得として若干のrJ~物所得〔自

給生産物)とともに収得せられる。したがってこ

の総所得傾は，少なくとも自己資本利子，自己地

代(土地を資本に入れない場合)， 自家労働賃銀

および利潤の合計額よりなる。経営はこの総領を

副主続して最大ならしめようと努めるコこれは所得

主義経営である。

第 3 図の形態では，経営は森林所有より出発

し，家計に対し半独立の姿となるのまた費用とし

て第 2 図の場合よりも，給料と賃銀の支払が増加

する 自給生産物はほとんどその重要性が減ず

るす貨幣所得の内容は地代，資本利子および利潤

であるが管JIHをも経営者が相当する場合には給料

(注) 所得を維持し，すすんで増加しようとするには，資姥たる森林の内容を想化せず，それを

改良することが大切である。したがって経営では， JI_EJ 11'I'Jtrfi]機のための林木蓄積の販売をでき

るだけ節約し，予備的動機のものに振り替え，将来の生産力を高める方法がとられることがあ

る。この場合は外見所得の増大を短期的に無視しているようだが長期的に見れば林業経営にお

ける所得主義があらわれているつなおこの種の経営では，一時加に若干の他人資本がはし、り，

その利子が支払われることがあるコ

第 3. 共同経済的目標

社会的性質，あるいは国家的性質の公経済で，社会的需要の光足のため経営生産が行われる場合の目標

である。この種の経営形態を一般に支配する原昭

を，費用補償の原日!とし、う。 そこでは国民経済

的，社会的な生産目的に導かれ，その目的を達成

する範囲内で，費用の引下げに努められる。この

j反)'!flが支配的な経営を費用補償経営もしくは実費

経営という。

ここでは粗収益=費用の等式が原則として成

り立つ。この原理は，公企業一般を通ずる脈問と

して迎!解されている。

林業において，この共同経済的形態をとるもの

に，国有林および公有林の経営が考えられる l 切

実には， これらの経営形態において， 必ずしも

夜間納得tの郎副が実現されていないようにも見受

けられるが，しかも根本的にこの原却の支配を訳

めることにより，これらの形態の存在の意義を日!

国民経済

第 4 図 ;UJi司経治1'1り形態(国有林)
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解することができる

この資用布Iì fH:とし、ぅ;意味は，経済性にもとづく悩営に努力するが，利潤の獲得を主 fcll'内としないことで

ある J しかしその4二産費の計算においては，当然自己地代(土地を資本にスれない場合)および自己資本

利子もす十入され，したがってその部分の傾が国庫や地方財政に繰り入れられる

この形態では，国家または地方公共[ J[休の資産ーとして，森林の管即を，国家はもちろん，規模の犬きい

場合は地方公共[.]1f本でも，管問機[ltJを設;:I'(して実行せしめるが，門業労働はおおむねlffiO， lîによるつ次に国

有林磁営における国家資本，経営f刑事，縦営生産の [~J係を図示すると第 4 図となる。

管II111幾l共J長は国家資木の管日!および生産の責任をもっつ生産物は主として白山市場へ販売されるが，地

方経済の状況に応じ，何格械作が行いえられる しかして長期的にみれば，実費に近い何格で，国民総務

に対し生産物が販売される。国庫へゆく剰余金は，資本利子で，その中には自己地代をも含んでいるが，

利潤は本来みられぬものといってよい

(注) 費lIì補償の m旦にもとづく林業経営の実際の態様については，いろいろと疑同を生じうる

であろうつしかし，そこに 3 つの方法のあることを述べておこう。 (1) 与えられた伐期令にも

とづくとき， この伐矧において，地方普通の利子率を用いて，利潤を生じない集約な費用の投

下とそれに応ずる生産量を定めることができるの (2) 一定の集約度において同様な手あUこより，

利ìf'，~Jを生じない伐期令を定めることができる。 (3) (1)と (2) の組合せ泊、ら，同様にして利潤の

ない集約皮と伐11月令の組合せの系列をつくることができる，この組合せにおいて，価it自生産量

と材積生産量の最大となる組合せが，それぞれj円いうるつこの場合，資本何絡の中に地価を含

んでいれば，同ー資本利子がJ小、られ，別に地代を考えなくてもよい3

この 3 つの方法は，個別林分の林業生産の場合に取り上げられよう しかし林業経営では，

さらに経営組織の有効な利用の上で配慮すべき 2 点、がある。

1. 短期的にみても，経治的立地条件の変化に応ずる各林分の林業生産の組み合せにおい

て，経営全体としての劫ネを高める途があるわけである その場合たとえば次表をみよ

区 営利生産 費用補償 (1) 費用補償(創設J[j.補償 (3)

分 生産量 i 生産費 生産量 l 生産費生産量 l 生産費 l 生産量 l 生産費
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営利生産では. ABC と立地を異にする林地で 19 の加傾生産量に対し， 11 の生産費を投じ

た場合に，もっとも利潤(主として地代よりなる)を大きくできるとする。それが費用補償経

営になる主価値生産量を大きくするとか，雇傭量を増加するとか，さらに実費での供給などの

具体的部分的目擦を生ずる。その場合個別の林地で費用補償を実現しようとする (2) と，個別

林地ではある程度地代を生ぜしめ，その額を奥地林開発などにむける (1) のごとき型が考えら

れよう。

2. 費用補償 (1) の場合は，奥地造林のごとき長期lド投資も考えられているわけであるが，

さらにできるだけ生産量を増加しようとする場合は，費用補償 (3) のごとき型も生じうるコな

お費用情償 (1) や (3) の C 林地での費用投下は，現在全く不利益なようだが，将来価格騰貴

が予想されるときは，十分実行の王室由をもちうる。このような方法を用いて，営利生産の場合

に比し，生産量の増加などが達成される。
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会企業における費用補償の限法!は，公有2ホ怪営の場合も，問機に作用するわけであるが，その仙の場合

として，生産経済と消費経済とが結合した形で，この原四!が実現されることがある。すなわち，その林業

生産においては， 必ずしも費用補償の原湿が実現されないが， 得られた利潤が地方公共団体の財政を筒

い，それによってこの原問が仔われる場合である。このときは，経営生産の態様がちょうど家計充足経済

的形態と同一外見を示すこととなる。しかし家計充足経済的形態と異なるところは，財政補境の結果，地

方経洛が租税の軽減などにより利益をうることである。

次に保安林盗営において，林産物収スの全然ない極端な場合を想定すれば，資本利子などの収入もない

のはもちろん，明らかに不足縫営となる。しかしこの場合保安林の用役によって，地方経済がそれのない

場合にくらべ，保安林の育成維持のための費用以上の価値の培加をもたらす場合には，この不足経営が経

済的に成立する意義をもっ。そのための費用は，一般の租税公課によりまかなわれる。

〔注)保安林経営の経済的な効果は，現実に十分これを算定できぬ場合も多いつしかし，風水害

防止，土砂防止，関係農工業などの収益増加，林業自体の収益増加などの利益は一応の計算が

できるし， またそのような計算は行わなくとも， その存在が一般に必要とみとめられる場合

は，費用補償もしくはそれ以上の効果をもっとみとめてよいであろう。

したがって，不足経営の場合でも，地方経済に対するその貢献の度合からいえば，少なくとも費用補償

の原則が存するものといえよう。ただし風致林や探護林，試験林のごときになると，その存在の効果が貨

幣価値で評価できない部分が大きいので，不足経営としてのみ現解するほかはない。

さらに，会社有林でもこの費用補償の原則が行われることがある。木材加工産業に従属し，その需要す

る木材を供給する林業会社では，その木材の市場価絡以内でできるだけ多量を供給できれば，その任務の

主要な部少が果されるからである。そのような林業.会社は実費経営となる。

第 4. 協同組合的目標

林業では，森林組合がこれに当るが，いわゆる協同主義や組合主義を実現することにより，組合員の営

利ないし経済の助成を達しようとするオコけて、あるから，外部市場に立、lするl!î.t'l)の場合は，企業と同様に営

第 5 図協同組合的形態

(出資組合である施設組合〕

利を追及するが，内部の組合員に対しては，経営

の利j問を分附するほか，その経営の成果を組合員

にできるだけ-nTt mrrに委譲することを任務とする。

したがって，対内的には費用補償の原理が支配す

るが，よ~f本i~lf.Jには組合員のための委託，信託， f ,\; 

f子事業，組合施設の貸付，経営生産物の供給なと

について行われ，これを実費主義ともし、う。ここ

では，事業別にその実費が償われればよいわけで

ある。今施設組合における組合機関，組合および

経営の関係を示すと第 5 図のごとくである。

組合の施設は組合員の出資による。事業の種類

は多様であるが，要約すると，組合員の委託・信

託をうけて市場生産を行い，得た収益をその組合

員に還元し，また組合の施設や生産物を実費で組
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合員に提供し，さらに余剰があれば，負担金にあわせて管理機関をまかない，残額を利ì~~として組合員に

還元する 3

森林手旦合は，図家や地方公共団体からの補助金の取扱いも行うが，この図では省略した。

第 E 章林業経営の企業形態

第 l 節林業経営と企業

企業は資本を運用し，手ljì~2を獲得する行為*A*f~であり，現在ではとくに会社企業，ことに株式会社形態

で代表される。

ところで林業経営では，純粋に企業と称しうるものはまだ少ない c その理由は一部既述したが，これを

まとめてみると次のごとくであるハ

(1) 林業経営は，林産物をさf::産する過程上の性質から，一般に利潤が小さいとみられ.資本市場の関心

をひきがたい。

林木一林産物は，とくにその主要な用材において，ある大きさ以上でないと価絡を生ぜず，しかしてそ

のような大きさにするには，相当長期にわたり林地に同定しておかねばならなし、。この期間はふつう経済

で考えられない長さの数十年に達するわけである。しかもその生産量は土地空間的に制限され，土地収穫

逓減の法則が;農業以上につよく作用するとみられる。そのため静態経済的な計算では，その利潤率が制約

され， それが長期的な市場利子率に比して低く， また動態経済的な計算では予想がきわめて不確実なた

め，この利潤率によって資本市場の関心をひきにくい。

(2) 新しく林業誕営を創設しようとしても，工業などとちがって，そのことが容易ではない三すでに土

地所有は確定しており， とくに取引の対象となりうる私有林は所有面積が， いちじるしく制分されてい

る。したがって，これをまとめて購入し，能率的な管理組織をつくる可能性は，著しく限られているとい

ってよし~なお私有林の所有者が森林または林地を売却しようとしないのは，次の理由による心

(3) 森林や林地は一般に亨楽財として所有されるため，その価値の評価iが主観的となり，収益財として

正常に取引きれにくいけ

林業経営や准泌営を維持することは，イ也の産業経営にくらべて非常に容易であるけすなわち他の種績の

経営では，交打Jを投じなければ，生産物ひいては収益をあげることがほとんど不可能であるが，林業縫営

では，資用の繰延べをは泊。りながら収益を挙げることができる。また一般に，費用をほとんど投じなくて

も，相当長期にわたり，ある程度の収益をうることはできる n このような性質のため，森林は生産手段で

はなくて，これを保持することにより，毎年用役をうることのできる固定的亨楽財と観念しうるわけであ

る J しかしてこのような亨楽財の何値は，単に経済的なものだけでなく， リクリェーション，その他将来

おこりうる利益の増加期待などが加えられて，主観的に評価されうる。とくに林地の処分が可能となるに

は，取り|的動機における貨幣の効用がいちじるしく高まって，予備的動機の意味での林地に対する主観的

価値をも凌駕するにし、たるがごとき場合であり，したがって一般的ではない。

(4) そのほか部分的に次のような諸事情が，企業の林業への投資を阻害する。

(イ)林業の特徴として，保安林その他法律上の制限によれ利潤追及に没頭できない林地が相当にあ

り，現在そうでなくても，将来このような制限を課せられるおそれのある部分も少なくないじ
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(ロ) 資産としての森林の取引を行うにも，まずこ損益計算を合則的に行うにも，森林の時!日uðlfllUを仔い

かっ繰り返す必要があるが，森林の怖簡はその面積の広大な'，1i-ij合に侭く，しカ、も場所iこより相違がは

なはだしいので，正確にこれを測定するのがなかなか困難であり，したがって，その購入および運営

上に不安がつきまとう。

以上のような昭白から，現実に林業経営では，会よ|企業が発達しないと考えられる それだけに，一方

国有林や公有林などの特殊な所有と経常とが，それぞれ存æのHJ! IJl をもつこととなる c なお， ドイツでは

いわゆる土地純収益説により，林業経営を企業化しようとしたが一般化しなかったっケストラーは，林業

で企業が発注する要件として (iì 自然の生産力を，按引占刊に機械力により飛W1H~I''.iに増進する (ii) 経営合

理化により，損益を速やかに把握できるようになる (iiiì このような結果として，貨幣資本が実物資本よ

り重視され，森林が単なる字楽財ではなくて，企業者資本の意味をもつようになる必要があるといってい

る。この (ii) および (iii) は，将来必ずしも実矧が不可能ではないが. (i) の条件はなかなか実閉され

ないて、あろうい

しかし，一方林業硲営には，他の産業経営にみられない運営上の利点、がある

(1) 前に挙げた(ii) のI理由がそのまま林業経営の利点となる。その広大な面積に比すれば，得られる

収益は少ないが，それでもいったん経営が合間的に組織されると，顕著な不況期にでも迦わぬカ‘ぎり，収

益の挙がるのは間違いがなく，かっ管珂事務は比較的問単である一方，原Vitl労働にわずらわされるところ

が，他産業にくらべ，いちじるしく少ない

(2) 経営のなかに組織された森林は，生産手段として役だち，毎年生産物を供給するほかに，資本財そ

のものとして，つねにその市場加絡をもっているのつまり一定直径以上の材寸ミ蓄僚は，つねに1木建物の市

場fllli絡とともに変化する時怖をもっており，他の同定的資本財のように，年とともに価値が減耗すること

がない。したがって，何十各の!総資する l時期に，必要とあればある松度生産量を増加して，利潤をうること

もできるし，またE常なìÎiË営生産を行っていれば，万一会社解散に当っても，その解体制絡で十分当初の

資木を返済することができるへ

したがって，いったん会社企業が成り立つ規模において，経営がMñ:決づけられた場合，その会主i 企業の

存続はかえって安全なことも考えられる その成立の当初jにおいては，株主は低斜配当に甘んぜねばなる

まいが，期/liJの経泊につれ，配当率は抑I次大きくなる可能性もある。また株式の市場価絡も騰貴しよう c

けだし，一般の不動産と同様に，森林の何絡も 1滋賀ーの傾向が考えられるからである しかし，現実には，

林業において会Ì'l:企業はまだ少ない。それは，さきに挙げた会社企業成立困難の理由が，後の成立可能の

限出に打ち克っていることを示している ただし後の成立可能の理由にさらに特殊な王軍由が加わった i) , 

さきの成立困難の理由の若干が，なんらかの事情で弱められる場合，今後も会社企業は生じうる，と考え

られる。

ところで，以上に述べてきた企業とは，これを営利追及体として，厳密に解した場合のことである。し

かし，本章で述べる企菊診態での企業とは，さらに広義の企業を意味する。ここでしづ企業とは，資本主

義経済制度を前提とする限り，社会の主要な経済活動は，もっぱら個別資本の単位によって営まれている

ところから，この経済活動の担し、手たる個別資本をさすものである。すなわち，ここでは生畠経済を営な

む経済単位を企業とするべその企業形態の中心には，上述しきたった会性企業を置くが，そのほかにもい

わゆる企業の原始的形態ともいうべき家業や， 営利に徹しきれない国家経営などをも挙げ， 本来の企業
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と，その所有， 1[\資，経営指揮などの経営の縦約機Hiiの kでの性質を比絞することにより，それぞれの形

態の性質を問解しようとするものである c このような企業形態は，一般に法律上定められている、

本章では，このような法律上定められている i的企業の形設をとっているところの，林業話営の経済的性

質について述べるのなお，ここに所有とは出資のことで，企業の危険を負-tqーすると同時にその利益の帰属

を意味している。また経営とは資本の運営を-tl[当することで，経営指揮または支配とは経営者その他の従

業員の支配統御をL 、うっ

第 2節企業形態の一般的分類

企業形態とは，企業の構造よりみた企業の種績ないし様式であるつ企業形態の分類は，普通法律形態に

よるが，これを経済的側面より取り扱い整理したものを，経済形態とし、う。

この経済上の形態は， ~本::tその企業の本質が営利追及と危険負担の内容にあるのだから，前者については

企業の公私，資本と経営(指揮と管理〕の分隊の制度，後者については資本池山者の数(危険分散の程度〉

が問題となるコこれらの点，とくに企業主体の性質から， )診J単を分類すると次のごとくになる。

(1) 私企業

げ)単独企業法律上の形態は個人Hlj人

(ロ) 集卜 I1企業

(同小数問、ij 企業

( i ) 企業者の全部が出資者であり経営者であるもの 合名会社，民法上の組合

(ii) 一部に単なる出資者を含むもの 合名会社，有限会位，匿名組合

(b) 多数集1司企業

( i ) 企業者と生産物やすーピスの利用者とが一致しないもの 株式えU:

(ii) 同者の一致するもの協同組合

(2) 公企業公法人公位など

。)公私協同企業特殊株式会社

(注) この分績は人により若干の差がある たとえば国弘員人博士はその企業形態論(昭和29年

31~32 頁)で，企業における所有，経営，支配の桝冶がどのようになっているかという点か

ら，1.(\日人企業， 2. 人的集団企業， 3. 混合鋼、H企業， 4. 資本的集団企業と分けている〉こ

れは， ìl市己分績の拡企業に関する分類だけで， 1.は川， 2. i土(ロ)の(品)の (i) ， 3. は(ロ)

の(乱)の (ii) ， 4. は(ロ)の (b) を意味している なおここにあげる分閣は，増弛腐次郎同士

によった。

以上の分類のうち，林業従営に|則係のあるものの性質を述べる。

第3節単独私企業

私有林では普通の形:fL~であるごまた木材業や製材業経営でも，実質的wここの形態は少なくない。企業者

d土一人で資本全部を抽出し，したがって危険を自ら負担し，かつ通治自ら悩営指揮に当り，また管闘にも

当る。出資，指揮，管理を自ら行うものを自己企業，また経営f!liからみてほ援径営という。さらに小所有

では作業労働も自家で行われるが，これを自己経営，家族労作!Îl益営とし、ぅ。
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林業の単独私企業では，収益も少ないかわりに危険も少ないc また企業者としての個人的な‘店動力の淫

は， HH工業の;場合ほど，如実に経営の成果に反映しなし、。経営の総統性の ßj(QiJだけ守っていれば(資産維

持)管盟上特殊な能力はなくても，おおむね溢営が危険にさらされることもないラそれだけに営利活動へ

の刺殺も少ないり経営規模はおおむね同定し，その拡大は，自己資本に余係のある場合に行われうるが，

管限上の便利などを考えると，取引の範1mが限られてくる。

かくして多くの場合，森林は資産として維持され*苧楽財と考えられ，貨幣資本としては限解されず，

したがってその蔀績を維持することは必要だが，必ずしもそれと収益や利潤との関係を考える必要がなく

なる。そのため，↑11:褒の経営規模を維持し，家計充足の原阻にもとづき，それもm樋I'["Jに生産を行う経営

または準経営が少なくなし、。それでも所得主義により，積倒的に生産を行う経営も，抑r.:0くふえる傾向にあ

る。

*とくに準緩営て、は，農業l縫営または農家後併の必要上維持されるものが多いが，その場合でも

自給生産の必要上のみならず，農業の規模拡大，投資増加をはかる予備的動機により，資産と

して維持される意義も無視されない、

第4節集団私企業

2人以上の企業者よりなる企業形態を，集iζIj企業という〉これは[，Ij休企業，結社企業などと呼ぶことが

あり，一般の組合および会社形態がこれに属しているつ

集団企業は，1]、数集団企業と多数集団企業とに分けられるコ IJ、数集団企業は，資本よりも人の集団性，

いわゆる人1'1句集団に重きをおく人的企業である J 資本の経常に対する乏配力の延長として，出資者が経営

指揮に当るとともに，一部管~~1のl俄能をも分mする、企業者が個人企業と同じく，企業の全活動を行うか

ら，自己企業である。したがって，出資兼経営者の人的能力が，企業の法1殺をなしている。 /J、数集団企業

の小分類については，前述した?

多数集団企業は，これにたIし，資本調達上の関係に重きを置く l すなわち出資者と経営指侮とが，企業

の局庁号機材tの上で，分附する形となる。出資者は危険分散をはかり，ノj、倒ずつ投資しようとし，企業自体

はプミ資本を裂する結果，企業に含まれる出資企業者数は多数に上り，したがって出資と経営指揮とが分慨

する。もとより，出資者のうちから指揮を行う人の生ずる場合も多いが， 人的企業での管担者に当る者

が，資本と分離した形で経営指揮を行う場合も生ずる 出資者の拠出した資本ないし物的要素が，企楽の

J，I;ì;越をなすから，資本的企業ないし物的企業といわれる。そのIJ、分類については前j述した n

次にまず林業に関係のあるノj、数集団企業の約形態を述べるが，多数集団企業である株式会社や協同組合

は，それぞれ節を分けて説明する。

第5節小数集団私企業

第1.合名会社

林業関係で 20 社内外が数えられるつ

企業者の全部が出資者で，これを社員というコ商法にもとづく法人で，事業の危険負担は，単独企業と

同様に無限である。 社員はおおむね溢営指揮に当るが，業務を分担する場合や，経営能力はあるが出資能

力のない者が，その労力を出資として参加する場合，社員中よりとくに代表社員(業務執行位員)を選任
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して指仰せしめることがあり，最後の場合は，他の住民は単に，'f:l資をなし危険を負fl[するにとどまる。利

潤の帰属は，契約によるが，そうでない場合は，出資家1に対し flfr::当される c

したがって，この会社形態は通常父子， 兄弟， 親族問でもっともよく発達する。 この出資と指揮の合

一，連付Ï)W限の責任負]T1があることによって，合名会社は数人の社員で，十分な相互理解の下に協同し，

異なれる才能をもっ企業者をして，それぞれ長所を発揮させることができる。また企業者数が増加するだ

け，金融能力についても，自己資本の処出力ならびに他人資木の捌注力が，単独企業より大となる 一方

無恨の危険負担のため，資本調達は比較的狭い範問に限られ，多額の資本を集め得ない とくに長期の信

用力に欠けている。

第 2. 合資会社

林業および木材関係で，数十社が数えられる}合名会社とほぼ同様の内容の法人格をもっ会役機構であ

るが，一部に単なる出資者を含んでいるコすなわち 1 名以上の無限責任日員と， 1 名以上の有限責任社員

とよりなる o 1:走者は株式会ト1:の株主に相当し， ltlFi鋲限度の責任を負い，利活jの沙門〈にはあず泊}るが，指

揮管l'í!1には参加しない 連指無限の責任社員は悩営指揮に当るをお(WJ とするが， 2 名以上あるときは，そ

の中から代表社員を選任し，その他の者は指砕を免れることができる。この会社形態では，出資績を限度

とする企業者を認めるから，合名会社より広範囲に資本をあつめることができる しかし有限責任ト十員と

企業との関係に，単に資本|見J係だけであるが，その拠出資本は 1 人あたり相当多額で，かっその持分の回

収には， ，1!!í限責任役員全部の同立を必::I~とする かくて有限責任役員は，業務執行に当る畑、阪責任性員

を， 卜分に信用できる場合にのみ出資することとなるここの点合名会討と同様に，人格的に他の位員を信

頼している場合にのみ，会H:の成立がみられるわけである c

林業l苅係の合名会社，合資会社は，主に比較泊大資産を有する者が，森林の相続による分割の防止，大

規模泌営の利益の亨受，租税の軽i滅などの財産管理上の便宜から，森林を↑仕草E的に取り扱うため設定した

ものとみられる(管到!来日.tf&が数えられ，管Hl縦営が行われるのでその経営成果は必ずしも不良でなし~

第 3. 有限会社

林業;羽係は， 日 1:あるか，というところである。企業者すなわちは員の全部が，有限責任を負い，社員

総数 50 人以下と L、う制限がある。性員は出資を要し， 1 口の金額が 1 ， 000 円以上を要し，その責任は通

常出資額を限度とする。その出資持分の;譲渡には，社員総会の特別汐講を姿すそ芯古決定機関は役員総会

である。会社代表ならびに業務執行には，社員の選任した取締役が当り，したがって位向土，出資者と経

営者の 2 種に分かれる。

第6節株式会社

林業経営を主とするものが，数十社とみられる。

株式会社は， 固定資本を多額に要し，資本が大なるほど栓営の能率があがる場合に，採用される形態

で，今日資本をあつめるのに最も普通の形態であるつ会社の発行する株式名義の有側証券は，一定額につ

いて区分されているつこの額面額が出資額の単位となる G わが国では原I1IJ として額回 50 円以上で，資本

総額の 4 分の 1 が第 1 回に払い込まれると，それで法律上会位は成立しうる c 株式は所有者の自由意志で

売買譲渡できるので，資本市場の成立を可能にし，出資{1採算本位の投資となり，企業自体としては，資

木調達上きわめて有利となるっさらに社債も株式と同様に証券化され，社債券となり，自由な売買譲渡が
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みとめられ，とくに長期資本の訓illに位立っている n

株主はJ交機問、主と授資株主とに分けられる、ï'iÎî者は事業参加を FII~I勺とせず，短期投資として投機利益を

期待し，後者は一般に企業の持分も大きく，企業の利潤に|弘l心をもっている 前者は市場の株式をH制ilijで

31:只するから.ä伎所有者が利子を得るのと，内容はあまりかわらないっ後者も株主総会に出席して議決

権を行使できるが，主として関心をもつのは，事業内容よりも，当面の利益配当である。経営者は株主幹

部であることも，経営を専門I'I~に;fT[当する専門経営者であることもあるべいずれにせよ，資本が巨額とな

るので，一般<'1\資者の勢力は羽くなり，他フJ規l誌が大きく iなるだけに企業氾i'rfVJ も桜子II となるので，これに

対処できる有能な有給経営者二取締役が選任せられ，卒業縦営を}I[当する。しかし，この経営者は，主と

して他人の財産の管E里者として，会主|の利益よりも自己の利害を重んずる結果となる倶れがある〔そのた

め経営者の業務執行に対し， Et替閥均=監査役が設けられ，財務;m哀ー(貸借ー対照表，損益計算書，財産目

録，利益金処分書など〉を公開し，成績を明らかにすべき法律上の規定がある

林業関係の株式会社は， !没後その設立が容易になったため. j省力fIしているが，その内容は種々である。

しかし，これを大まかに分1領すると，次のようになるであろう}

(1) 林業を兼営するか，あるいはほぼ専業でも，異種的な経営を行う他の会tt企業に従属し，またはそ

れと姉妹会討の|刻係にあるもの，これを関係会社の種類カ a ら分けると

付)木材を)ポ材料とする会ト1: (1':業

(ロ)経営の位世および'114:質 h 林業の兼営による利益をあわせて監得する会社企業

(2) 林業を専業経営するもの

げ)突質は単独企業ないし人的合楽の性質のもの

(ロ) 実質的株式会社

このうち (1) の川に当るものには，製材，パルプ，入札製紙，樟1Jì4.薪炭製造，造船，車輔，楽器，

土木1m築業などの消会1， 1・があるが，もっとも数が多く，代表的なのは，パルプ会nーであるへその原料の消

費監はÃ0大であり，かっ景気の変動に応:じ，つねにn;(料に対する需要を確保する必要がある。なお以上の

諸会Ì'iの林業経営の方針はいろいろであるが，主要なのは，木村 illlif各の {LIいときには外部から Itr~}スし. 11.富

貴するときや需要最を確保できない見込みのとき，自己のffl'ii営から自給し，さらに生産販売も行うものと

みられる。

(1) の(ロ)には，立地 kの利益カ‘ら林業の間経営を行うものとして，牧者，電力，農業，製薬，温泉業な

どに|則するものがあり，また自己の施設を手!JHJする企業として，鉄道. w.'鉄，汽船. 1函連などの会社があ

り，その{[lJ物産，抗日産. î'è J，h. 不動産にWJする会fこ1: 企業があげられる

(2) の(イ)の性質のものは，終戦後増加してきたへその理由は主として，合名，合資会社の場合と同様

に，租税とくに相続税の重認を回避し，資産としての森林の分割を防止し，できうれば管理経営の利益を

得ようとするにほかならない τ また戦後のインフレ期に，資本の必要が増加したのも大きい王里由であるつ

したがって株式会社といっても，実質は人保」企業ないし人的集団企業であるつ

(2) の(ロ)の性質の会社は，現在きわめて少ないが，資本および損益計算，経営指揮および管理の組織，

株主との関係などで，株式会社としての実質的内容を」-L備するものであるわこれらは主として，従来他の

主体会社にその資本を仰いでいたが，戦後企業の集中排除の法的措置のため独立せる林業会社となったも

のである。したがって， そのなかには， 従来関係のあった会社や分割された会社となんらかの関係をも
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ち，なカ Jこはふたたび合併したものもある y これらのなかには充実した森林を所有し，また木材業などを

兼住し，経営ljiU長が不良でないものがある J

第 7節協同組合

第1. 協同組合の意義および形態

協同和!令は，成員数の確立しない人的企業て、あって，多く生産物や設備などのサービスを，自ら利jけす

るために設立される。その梢成員は，なんらかの意味で百括的1'1勺劣者であり，社会の円)r.目!な発展を期するに

は，そのl茄同活動に均し，国家政策上特別の(見守1:を供与せざるを得なくなるような人々とされる l 協同組

合は，生産説的の利益を助成する生産協同組合と，消費泌庁与を助長する ì'f'm協同組合とに大別されるが，

林業に I l::J係のあるのは前者であるご

これは，本来家計充足の原理に立ち，伝統的技術を 1 ，';1守し . IJ、資本にもとづいて地方市場にようやく存

続してきた「ド・小生産者が，近代的資本による企業や，市場経済を操作する商人に利益を収奪されるのに

対抗し，その経済活動の全部または刊lを，協同Il'-jに遂行することにより，経済上の利益を擁護するため

結成されたものである乙大資本の圧力に対抗し，経節|刊な地位を安田にするのが，組合存在の)].1出である

から，その恨本精j.111は，共同の利益すなわち協同主義て、あって，利潤にはなし、。その方法は，組合成員に

生産売買金地II上の利益を供給するにある。ただし組合自体が独立の経営をもち，一種の企業形態となる可

能性はあるわけで、ある。

生産協同組合は， ♂般に 3 種に区分される J

(1) 組合員の経済を助成するっ組合員は組合を所有するとともに，これを通じて的入販売を行上この

種の組合は，またいろいろ区分されるが，それらの特徴は，組合員の経営の自立性を基礎として，その事

業の結合が，組合を通じて行われることである。

(2) 生産的組合組合員が協同出資して，工場，倉庫，道路などを設置しこれにより組合員の生産物の

加工，貯蔵，運搬，原材料の供給などを行うもので，このような事業に関する限り，資本の運用は組合で

行われる。これにもいろいろの形態が分けられるが，特徴は，組合員の事業の連合であることである。

(羽生産組合 組合員が独立の生産をやめて，ーつの生産経済に合体したもので，これによって，後述

する大規模生産の利益を得ょうとする。組合員は企業者であるとともに労伊措となる 経営の所有と労働

のーー体化した組織であって，事業の合同体であるハ

これらの各種の組合は，それぞれj(fî業利潤を扮除する一方，収益を土普:t.mしようとする立図をもっ

第 2. 森林組合の種類

林業関係の協同組合として，ここでは森林組合を挙げるつ森林組合は，小国債の私有林の施菜および経

営の合浬化を目的主している生産協同組合であるっ戦後新しい森林法では，組合の自由設立，自由加スの

制度をとり，組合を次の 2 種類に区別しているつ

1.施設組合

組合員のための経営指導，委託施業，委託経営，信託経営およびこれらの付帯事業を行うもので，従来

の施業調整組合の全部および直営組合の一部(委託，信託)の事業を包含する。これは前述協同組合の種

類のうちの (1) および (2) に当る 3

森林の所有と経営は組合員が行うところで，委託または信託事業にかぎり，組合が経営指揮に当る。組
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合員は森iホi'Jí.有者および末日合施設を利用する林業労働者(可I~組合員)などである。事業の種聞は，購買，

販売， EF:産助成，信)1].生産事業. Ltl休協約などの-;'Iilまたは全部に当る。 経費は利l合員が負抱するが，

信託事業を行うには，規定による出資組合になる必要がある

2. 生産組合

森林の経営およびその付街事業を仔うもので，協同組合の種矧のうちの (3) に当るの従来の施業l直営組

合の-ìWIに，このような性質のものがある。すべて出資組合である。組合員は地区内居住者および村外所

有者で， 森林の権利を現物出資するものであり， その危険ff!.Jrlは出資額を限度とし，その付Ii利の譲渡に

は，組合の承認を裂する。

ここでは，退任された昭事長が:1>モ営指印に当るコ経営上犬規模生産の利益をうることができょうが，新

しく設立しようとしても，一般に所有者は，経営権をも失うことを喜ばないn ただ従来の付有林や部落有

林が，この形態に移仔する可能性がある。

なお，いずれの種閣の森材組合も，財務;in表を組合員に公開し，資産内容や損益を明らかにする規定と

なっているが，まだこれを活用して，十分成果をあげる妓には達していない。

第 3. 森林組合の問題点

森林約合の数は，戦前も今日も，多数である υ しかしその内容は，戦前から依然として古突しないもの

が少なくない，といわれる その辺由としては，協同組令一般を;illずるものと，森林利合特有のものとが

考えられる υ 組合では方面設組合が多いから，旬、下これを中心として述べる、

1. 協同*11会の一般的性質からくる限界については，古くからリーフマンが指摘しているが，生路組合

が普通小規模で失敗した盟由として

(イ)資本の不足 そのゆえは，資木を卜分に所有し，自ら生産を行いうる人々は，これを生産組合に花

して，その運用電:íT う意志を束縛されたくないカ‘ら

(ロ)従周期係の欠除 そのゆえは，組合員数がごく小数でない限り，大11日分の者が小人数の指導に服従

するを要するから

い) f行場:(出i任者の欠乏 そのゆえは，大経営のJ行持をなしうる人々がな虫色なかいないから，すなわちこ

のような人々は独立できるし，また会社企業の指導者になり，より多くの所得をうることができるか

ら

と j主べている。これらの諸点は，森林組合についても考えられるところである。

2. 森林組合特有の事情として

げ)森林所有者は，普通の意味での経済的劣者たることを自覚していないぺそこでは同一林業経営問で

の競争や，供給産業や需要産業ときびしい対立があるわけでないc 森林の亨楽財としての性質を用い

うることを喜んでいる者も多い。

(ロ)準経営つまり小森林所有者は，おおむね立木売を行い，事業量がノj、さく，造林などを仔うにも非常

に期間の間断がある二したがって組合全体としては毎年多少の利益があっても，このような人遠には

ほとんどそれが感ぜられなし、。この 2 つの事情は，森林所有者に平時あまり協同連帯の必要を感じさ

せない。

円林業生産からの収益はイ、さ L 、から，負担能力もノj、となり，したがって組合地域内の森林面積の4、さ

いところや，その;剛直の低いところでは，能力のある組合機鳴を設けることが本来困難となる
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このような阻常'1旬開rlJにもかかわらず，終戦;1寺まで多数の組合が存続したのは，国家政策により強力に

支えられ，また土地組合すなわち土地につながる公益組合として，強制加ス，強制J設立の制度がとられた

からである η 戦後森林法の改正により任意設立，任意1)11ス、の:hiJ度がとられたが，なお多数の籾合が維持さ

れているのは，依然として国家政策が実質的にこれを交えていることを，見逃せないコたとえば，森林組

合が組合長にあたえている実質的な利益として，各種補助金の能率的な受領斡旋，組合施設の利益段与，

林業経営上必要な各種の知識の供給などがあり，これらの利益が少なくとも組合の存在により促進され，

それが組合にはもちろん，組合員の事業に役立っていることを見逃せなし、。しかし，これらの利益の多く

の部分が，国家政策から発するもので，組合本来の経済との協同主義からもたらされるものは，まだ少な

いと考えられるご

組合は，それが存在しない場合よりも，存在している方が，組合員により大きな利益をもたらす場合，

組合員にとり存在の飢ruをもっ。組合の設立により，かえって負iE!が犬きくなるだけと感ずるなら，その

組合員は加入を喜ばないであろう。ここに，組合全体の事業として組合員に苅・する費用補償の際闘がf動い

ているごこの組合員に対する利益の増進が，経治的協同主義により Eしく達成される場合，その組合は真

に存在の意義をもつであろう。この意味から組合の経済的事業は長矧的にみれば，おのずから有効な事業

の規模にi制約されることとなるべく，それに応じた管理機閣の規模がとられてゆくはずである しかしそ

の際問題になるのは，共同事業として必要な資本が欠乏しやすいということであるこ林業はその性質上，

生産力を高めるには，それ以前に，ほとんどつねにこの種の長期授資を必要とする。しかし組合員はこの

ような投資のために資金を出すことを，あまり喜ばない。それはまた投資の余係が小さいからでもある

そのため合間的な組合の事業量やそれに}応ずる管問機IYJの規模よりも， 組合はつねに 1)、さな形にとどま

り，そのことがまた結果として組合の成果を挙げさせぬことが，かなりおこりうるラここに，国家が林業

の発達をはかるため，介入する余地を生ずるが，なお組合を存続維持させる盟由として，次の事情が考え

られる手

(1) 組合の目的に掲げられた経営の合理化を准濯するためコ森林所有者には伝統的に行動し，林業への

知識を欠くため，必要な事業の時期や方法をあやまり，現在または将来の生産量や収益の損失をきたすこ

とが多いが，これは国民経済としても不利益である かカ=る事実は，按~i;yおよび経済の両国について考え

られるが，その相談相手として組合管理機関の役立ちは無視されまい その場合林業生産のけA質上，今日

の費用授ドの効果:の挙がるのは，いちじるしく将来のことであり，そのため所有者の納得をうるのに，長

期を要することが多いし，またそれだけに指導をあやまらぬよう管理者自体の，経営合間化によすする能力

の向上が望ましい。

(2) 組合員相互の理解を深めることにより，山村社会における林業経済の，円満な発展を促がすためc

山村社会ではそれがし、わゆる村落協同体として，伝統的な林業牛a産を|司守し， そのため生産力が向上せ

ず，ひいては雇備も所得もふえない地方が相当にみられる。また林業泌営では費用の繰延べが容易なた

め，所有者の家計の事情により，とくに不況期などには，雇備を減少させ，とくに賃労働に依存する低額

所得者の家計を不安ならしめることがある c このような事情に社芯し， 労働者縫紋の生計官住持をもはか

り，かつ森林生産力の向上による明白ならびにJ守来での，所得ならびに躍的の増加を行いうるよう，管問

機関が組合員の自覚協同をうながすことは，望ましいことである。そのためには，管E里者が合J]HW~な判断

をなし，かっそれを組合員に納得せしめうる必要がある。
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この 2 点の実現は，林業経営およびt抵抗の発展のため，きわめて製ましいが，完全な実現はなかなか容

易でなく，成果をあげてゆくには相当長期を要しよう。それが多少とも実現のあかつきには，森林所有者

の得る利益も大きしまた山村経済としてもより発展するわけーで、あるうし泊、し十分な実現は容易でないと

しても，このような実現の可能性をもっ武似のーっとしての，森林組合の健全かつ合E霊的な育成と運営の

必要が考えられる*

ネこのような点について，効果を挙げてゆくには，組合自体の現実の活動の内容について，たえ

ず検討して，合迎的に批判してゆく必要があろう。

なおJし休1'(lJに森林組合を発展させようとするとき，その可能性の大きいところとして，次の

ような場合が考えられる 3 たとえば，林業の発注のおくれた山本jでしかも林業所得の比率の高

いところ，ここでは組合の経済活動が合迎的に行われれば， lt絞目(_}jjl い:JtJllliJに相当顕著な効果

をあげ得ょう。また隠史的な協同の習ザuこより，無王rnがなく組合活動の認められるところで，

組合海事者に適任者を得，かっその活動が理解されるとき，相当な).Jj来を示し得ょう。

しかし，森林所有者の経治的基慌が確実なところやそのようなl時期には， 一般に協同の必要

が痛感されず，事業としては生産助成的なものが喜ばれる。

第8節公企業

第1. 公企業の意義および形態

公企業とは，国家や地方自治体のごとき公共団体により，全部または大部分が出資所有され，経営され

る経済的事業体をし、うの

公企業の解釈にも広狭があるが，ここではそれが縦約的事業体であり，その存在の理由は「私企業の利

潤性では呆し得ない公共性が存しているカ、ら J *と解する勺

*高官普: í新企業形態J fl11和 25 年， 90 頁

なお古川栄ー嗣「経営学」で次のごとく述べられてし、る。 í公企業の形態では，二つの基本

的要求が一貫している 第ーは公共の利益に寄与するとしづ公共性の要求である 第二は可及

f内能率の発揮とし、う経済性の要求である。行政組織の一部分として営まれる必要性のある若干

の公企業もあるが，これは公企業よりも行政そのものとみた方が妥当であるっそれ以外の大半

の公企業は，粧度の差こそあれ，みなこの公共性と 1括的性の二聞を同時に充たすことが要求さ

れる。」ここに公共性とは， (1) 公共的な事業 (2) 独占的な弊害の排除 (3) 経済政策上必要であ

るにかかわらず，私的資本ではなし得ぬ場合に，収益を無御して行うもの(資源開発) (，1) 経

治統制事業 (5) 財政収ス増加などがあげられ， (5) の場合には，国家独占的利潤を生ずる二林

業の公企業でも，このような各種の公共性の実現の目的を示しうる。

公企業の積書fjを，国家または公共Ujf本の行政，財政，政治上の束縛ヵ、らの離脱の程度，出資および管理

形態の如何によりローマン・ラントマンの分類法で分けると，次のごとくである。

(1) 純粋行政経営

(2) 公企業

げ) 非従民会企業

(ロ)独立公企業

(乱)独立経営体としての公企業

(b) 私法的形態の公企業

〔注〕 ラントマンは以上のほか目立企業をあげているが，林業に全く関係がないので省略する。
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市nr~，行政it~長営は， 純粋行政全業ともいわれるが， その縦営が国または.~共[.11休の行政に，全然従属す

る。したがって一般行政機関と同校に，行政上の法規にしたがL 、事業活動が行われるつ事業から生ずる一

切の債権債務も国家または公共団体に属し，財産の分離独立も行われなし、っ事業の立志決定も，国家また

は公共UI休の命令による。事業の会計は一切予算に拘束され，会計法の規定によって収一夜が仔われる そ

のため事業活動は非融通的，非~l詳プJI'ドJ となり，積阪'~r:を欠イ τ このような性質を厳絡に解すると公企業と

はいえなくなる

非従属公企業は，純粋行政経営と同機，行政機梢の一部または一機!日jではあるが，純粋行政経営の欠点、

をのぞくため，できるだけ行政，財政，議会の束縛から解放されようとする、これは自主化官庁企業とも

いわれる n 法律的には非独立的だが，業務;j'話王mの聞で組織的には独立化されている c つまり財務会討を，

一般会計から独立させ，その収支を月Jj らかにするため，特別会計または特別予算のiliiJ段，*がとられるこし

かしこれはまだ部分的独立であって，その他では行致機関の政治，'10影響を受けている すなわち行政組織

の一部として経営され，普通の行政官庁と同じ組軌をとる。この行政組織は，行政事務をとるには都合が

よいが，経済活動を.J'E1.当する組織としては，不適当といわれるっこれは命令し店主督する組織で，中央集1在

的であり，敏活より確実を要求し，したがって機動初積倒的な創立を発押してゆくことのできない組織に

なっている。

* 高宮晋氏(目前品書 111 頁)は，特別会計制または独立;*算制についてよのごとく述べているつ

1'1虫立採算制は，収交通合の原則，資本の自己訳述，利益金の自己処分という 3 つの原則を

もっているぺ私企業で、はおのずから独立探算制が実現されているが，表面にでるのは手Ijì間性で

ある。むしろ最大利潤陛得の結来として，独立採算制が生ずるものといえよう しカるに公企

業の独立採算制は，意識的人為的にっくり上げられ，それが直接にクロ ズアップされる。そ

の直接の課題は，経営活動そのものを全面的に官制例1町Ii{~古佑U町的r

営利版!則11]リのカか、わりに費J用丹有補!担i償の原則をもつてし'利潤は独立採算の紘来としてあたえられる。」

なおこの制度では，一般財政からの隊脱が多少とも氏のt箔点について行われるリ

(1) 企業約な資本確立の原則に応じ，資本金または基金が確立される。

(2) 官公事業は資金操作上議会の承i訟を要するが，この点で弾力的な資金傑作の可能な機材1I

をつくり，臨時的な資金調述を可能にするこ

(3) 税金操作を自由にし，保有金銭の処珂を能率的にする。

(4-) 経済的な市況に応じ適当な弾力的販売政策をとりうる

(5) 収支予算の勘定数字の束縛を弱める。

(6) 現金主義会計を発生主義会計とし，なるべく複式簿刊に改める J

独立公企業は，非従属的公企業の組織上の欠陥をのぞくため， 'f子政機構から独立した金業体となったも

のである。しかし営利的私企業体ではなく，企業として独立の形態を意味する=特別法により完全な自治

権がみとめられ，行政と経営とが機構的に分離しており， それにともない財務も独立している。形態上

倒特殊な公法人形態と (b) 私法人的会社形態とが分けられるが，前者には公社，営団，金庫，公団，公

躍などの，国の認めた定款または特別法によるいわゆる公共企業体があり，後者では株式会社形態のがあ

る*。

ネ公共企業体は政府出資からなり，役員は政府が任免し，政府の企業自ら活動を分犯遂行する機能

をもつが，他面経済事業に適する商事的組識をもち，一般行政官庁のもたない経営上の弾力性

と，自主性とを実現する経営上の自由を保持している τ 株式会社形態の場合は，形態上，公企

業の事業として要求される公共的利益としづ国で，望ましい方向に向って利用されるという保
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前Eがないので，国家や公共団体がー河出資し，私企業形態で公企業を営むところの，後述する

公J式協同企業と同一性質のものとなる。

林業における会企業は，国有林および公有林についてみられる 国有林は純j，\'庁政経営であったのが，

昭和 22 年 4 月，国有林野事業特別会計Hiij)f[勾の実施にともない，非従寓公企業に移行したわ都道府県有林

や市町村有林などは多く純粋行政権常で，若干の非従属会全業があるハ

第 2. 林業における公企業の意義

林業ーでは少なくともその森林のー六fIを， 公企業， それも悶営企業としている図が多いが， その用由に

は，時代により国により重点の問かれ方がちがっている 1 しかしだし、t::.\' 、次のような耳目白が婆約されよ

う η!夜史的事的(リーフマン〕財政上の必要(IllI_スの憎1J1l)公益幼長(国土保安，風致維持，学術参考な

ど〕産業 j力長(不経済林開発，林産物需要産業への供給 j哲1JII) 伎会イヒ(国有国営〕などがこれである、

(注〕 一方公企業を批判するものも，あとを絶たない。その珂1由としては，私企業の発突を抑圧

するとか，さらに照史的に農民の生活向|てを阻止するとか， ~d!r守企業としての各種の弊告を示

すとかなどいろいろ挙げられるが，とくに従来強制されてきたのは，純粋行政経営の場合，事

業泊、:非1首長治l'内~r，飽 J幕内欠点を示すとし、う点にある c 会企業は，法令と予算にしたがってf昔却さ

れるから，縦営は努f\，、硬化して敏速な活動ができなくなる一方，車臨tが過犬となりやすいつか

っ官会更は，その身分を保証されて事業の g}r.去に文、Iし，直接の利需がうすいのと，移動が瀕繁

なために，特別への努力が不 1-分となり，また事業逆行 I-_で統一陀を欠きやすく，その結果一

般に私企業に比し，能率の低下をきたすとし、われる。特に10: 1'1'1 の産業の燃史から概観すると，

初期資本主!茂の段階，童向主夜政策における産業保護育成政策の中で，固有企業は重要な企業

形態として存在したさついで資本主誌は産業革命を経て産業資本主義の段階にはいったが，自

由主義臨済学íKの影簿が犬きく，自由放任の経済組織となり，重問主義的国家干渉による産業

保護育成の政策は，広く打!政された。この時f\:'1rt!:興 fムでも森林の会企業に文Jし，企業を自由に

放任し，自由に営利活宣!Jを行わせることが，国富を犬ならしめるゆえんであるとして，公企業

を否定する論者が多く，とくに喫仏で大国債の国有林を売却したことがあった。その結果売却

森林は，木材企業による大量滋伐のため，森林荒廃，風水害，その他の被害の激増をきたし，

そのためのちに再び国家による買戻しが行われた また米国でも従来企業を主体とせる結果荒

廃地が唱力11 し，独占資本主一茂の時代には L 、って今次戦争(JÍjから，国有林地の獲得拡張と，造林

;事業の促進につとめている。

今日，林業における会企業存在の主要な珂I11は，それが国民i妊治の発展および安定のために必要だとい

うにある。またその必要な限度において存庄の意義をもつものとされよう この辺自を多少くわしくいえ

ば，次のごとくに考えられるハ

(1) 林産物供給との必凄

国民経済の発展に伴う林産物の需要増加の速度は顕著であるが，一方林業生産の速度は，過去の事実よ

りみても，これに応じきれない。その結果，国内の森林蓄積は，量質ともに低下し，その生産力は減少傾

向にある。将来の諸産業の発遣を考えると，木材需要の質には若干の変化が起るかも知れないが，需要量

自体の自然減少は考えられず，やはり増加の傾向を辿るとみられるゥその場合，他産業の生産力増加に歩

調を合わせられない林業の低生産力は，他産業の発達をも妨げうるし，それ自体産業機構の空僚をなす。

これに対応して林業の生産力を向上させるには，とくに奥地森林地借(いわゆる不経済林が多い〕の，将

来の需要増加に対応:して今からの合理的経営を庁う必要があるーこれは明在の需要旬格に応じて費用を投

じてゆく私有林業では，巨額にして長期にわたる資本投下とその利子負担のために，とうてい実行され難
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い。これを前接泊、つ合目的に行いうる手段が，国有林経常である。

(2) 林業経営では，ピグ のいわゆるト士会γ~~良県純生産物Jと，私的限界純生産物とが一致しない結果を

もたらす場合が少なくないっこれは生産の結果が間人としては利益だが，社会的にみればそれほど利益で

はなく，カえって損失となるような場合を意味する。たとえば保安機能の大きい森林地的で，収穫を増加

することは， その経営にとり有利で‘あっても， dL伐の結果下流域に水管を正kずるがごときである この

ような性質の森林は，とくに水源地借や荒廃しやすい本岩の地桁に!よくみられるところである。したがっ

て，かかる地帯の森林に対しては，このような地方縦約への影響をも考慮した経営方法をとりうる公企業

の意義が認められる。

(3) 資本主義が独占段階へ成熟するにつれ，生産過剰と慢性川な失業を生ずるーわが国て、はまだ資本不

足が一般的であるが，米国その他1市外国て‘のこのような現象は，またわが国にも波及して不況を生ずる

このような現状および将来のもっとひどい状況に対処して，つねに生産力の展開をはかつてゆくため公共

投資が必要とされるが，そのため公企業が重要視されてきた3 この意味で林業においても，公共投資を行

うことにより，山村ひいてはその後の長い加工過程におし、て雇傭を増加する一方，林業生産力の増加をは

かることにより， :I'}ヨたも継続してこのような拡大F凶~Jmの泌総をくりかえす機能を発揮しうる公企業の存

在が尊重される。またこの公企業て、は林業生産て、の/lI~ O， !íをただちに増加しなくても，その供給量と価格を

調節することにより，地方の木材加工業の維持と雇僚の増加や安定もはかりうる

(注〉 この (3) 項は独占的弊害をこの公企業により排除する一方，地方の経済をある松度調印す

る機能をも発揮しうることを意味している。その他時期により必要とあれば，財政収入の増収

をも考えることができるわけである その場合は(国家)独占利潤を生ずる。またこれらの機

能を発障するには公企業の経営が，平時供給量にある程度二ゆとりをもっ必要も考えられる。こ

れに関連して戦前重視された大材生産の機能は，今日ほとんど無視されているようであるが，

各種の林業従営において必変・とされる予備林を大材生産1オの形で公企業約規模において維持

し，特殊用途に供給することは，このような大材の苓僚が今日非常に減少してきているところ

から， 一考の余地があると忠う"しかし当閣のごとく日傭の増加に汲々としている際には，短

期的にはこのような手段を見直す余燃を生じないかも知れないc

もとよりこれらの点については，弘企業形態でも，国家の1監督あるいは経済助成などの施策により，あ

る松度その解決をはかることも，不可能ではない。現行森林法に規定されている保安林制度，森林計画制

度，技術普及や各種fnì助金の制度などは，あきらカ、にせのあらわれである}また経済的立地条件にめぐま

れた地借の私有林は，自らそれぞれの経済目標を迫及しながら，多少はilliんで将来の林産物の需要増加に

刈処する方法をとることにより，上に述べた国民経済上の要求にも位、じうるであろう

しかし， このような場合でも， 公企業を併置し， これが解決を促進するのがより確実な途であること

は，否定できなし、。直接目的とするところを，自ら能率拘に達成しうるからである。とくに資本を多額に

要し，相当長期にわたる損失もしくは費用補償経営が，国民誕済の現在や将来のため，必要と認められる

場合そうである。また小境慎の経営では，収益がノj、さくひいては経営が粗放に流れるところでも，林道設

備，機被利用， 管理および技術などにつき， 犬規模経営の利益を発俸し，能率的な経営を行うことによ

り，生産力を高め，供給量を増加してゆける地減が，非治に広いことも考えられる このような地域で

は，公企業がその資本力により，長所を発揮しうるコ

また普通に考えて，公企菜のもつ縫営の非弾力性という欠点も，林業の場合は，他産業の場合ほど顕著
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にあらわれない。なんとなら林業経常にオ札、て I土，実物資本を維持しつつ， éj三E主力の向トーをはかるのが必

要であるが，とくに会企業で1工実物資本と生産力とを併行して維持改良してゆく必要があり，この点での

管潤!飢餓の運営には，特別のl臨機 '1切単力慨を~せず，さらにその組織については，公企業でも多分にその

合瑚化をばかりうる管だからて、ある。この点、あまりに企業的な運営は，かえって危険をともないやすい。

けn 公企業の私企業に比'1浸しての経惇経済卜民の利点は，後述する犬規模生産の利誌と，企業者

が国家であることの特別利益より生ずる「このあとの点については，低利での資木調達力が著

しく大きいこと，国家や公共団体の注文につき事実上優た権をもちうること，地代之:J:L、，公租

公l深 f\引 lの必要がなく，あってもその煩は小さいことなどが挙げられようハまた純粋行政経営

において， l[i\!Z員給料が一般会計カ}らまかなわれることにより，経営費用の負flJを軽減すること

がある η

しかし，~企業も，それが存在することによって，存白しない場合よりも，国民維部に対しより大きな

利益を与える場合に，その存在の理由をもっP したがってこの点については，公企業であるだけに，つね

に百山訟と反省とを必要としよう z その rþには，やはり会企業につねにつきまとう問題と，そのときどきの

相会悦'11引N努に位、じ若干変化する [Hj)還とが，考えられる*

* たとえば， ，[!~の諸点が挙げられる。

(1) 官吏の性循 リーフマンも「公企業は私企業精仰を，容易にIrf-Jl草させ，また各人も万事

を国家および公衆から期待するの習慣におちし、り，自力敢行をやめて，〆j、額かっ確実所得の役

人たることを選ぶにいたる・・・それは向後の(国民縫治)の文化的進歩を全く fijJけない」と

て，その泊告をいましめているが，ここに示される官吏の性絡が， (ì二々にして消費経済的であ

り，伎座係治的でないことは，注意してよいであろう これは財政問l!IJに裏付けされた行政組

織から生れる性格だといえるが，その結果として，分用には関心をもつが，生産とくに資本主

義拘生産について理解せず，似端な場合は営利といえばただちにこれを否定する態度をも生ず

る。それは官吏として能率:YJ生産のための真の京Ij戦に欠けやすいからである c

信) 日山政策 国民話併を通ずる土地の経済I'i'~利Jtjの上で，公企業)目林地は部分的ではある

!J';，つねに農地やJiJ_牧『也の拡張要求に回する、国土面積に対する判|地の比率がfl~ く，一般に農

業尚営のj目度集約と j位澗j人口の現象が存するところから， Æ~I 地拡張の要求は，国民経済構造に

特殊な変化のおこらぬ限り永続的とみられるわまた一般的にいって，農業生産の方が林業生産

よりも，同一;m積からの人口扶養力の大きいのは事実である(この場合採草地などの面積もい

れる必要がある〕。したがって，続首守的立f也が長期|刊に農業生産~-=-i@ し，かっ生産者が開懇およ

びその後の侭収益のII~封切を維持しうる資本の袈HI^lーと能力をもっ場合は，2';企業nJ地であって

い特別の経営円的のないかぎりその開放を認めさせる恨拠があるコまたこのような経済的立

地は，交通条ítf:の変化および農業後術の発注により，少しずつ広大されつつあることも認めら

れる。しかしー方，このような確実な基礎に立たぬ開放要求も非常に多いであろうし，その間

の区別は，慎重を裂する問題であるごただし放牧のための土地要求は，その生産力が必ずしも

林業生産に及ばぬことがある亡この場合林業の生産力は，単に有機的生産の過程だけでなく，

その林産物の加工生産過程で、の雇傭や所得の増加の過程もあわせて考慮し，一方放牧のそれも，

えられる音産物の加工過程はもちろん，農業経営への影響をも考えて価値の計算をし，比較す

る必要があろう。耕地の場合も同様である。

(3) íffi傭問題 会企業の方が私企業の場合よりも，地元労働者の全体としての賃金所得が大

きくかっ安定するこ主が望ましいのは，いうまでもない。前章第 1 節表式 (8) において A の

量が大きいことが望ましいわけだが，そのためには W'o を犬きくするか Pm'o を小さくす

る必要を生ずる。しかし林業生産では幸いにして Pm'o の主たる部分は，搬出設備，貯木場，
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建築物など，それ自体主として労働の産物であり，これらの施設を改善することが，結果とし

て生産物たる Wo の何を大きくすることとなる。しかし問題は . A の糟力11要求が往々にして

維持すべき生産資本財たる Prnへの食い込みを生じやすいことである 公合業の意図するとこ

ろは Prn を生産力の高いものにすることによって，ひきつづき Prn.! を大ならしめ，ひいて

A の増加l安定をはb通るにある

(4) 林産物市場への対応 公企業は市場の健全な発注を促がし，一方民有林産拘の利益を阻

止しないことが望ましい、公企業の木材供給力は大きく，需要および何怖にかなりの('1'用を及

ぼす可能性があるから，その価格調整力を一般林業および木材産業の発注のために行使するの

は妥当と考えられる 公企業のもつ経済的独占力は，このようにして公企業的意味で行使さる

べく，私企業的な意味で)Ii\，、らるべきではな L 、 c

(5) 実物資本の維持 今日国有林崎営で行われているごとく，企業会計制度をとり，経営L

おける何筒循環のj品粧をできるだけ確実にとらえるよう努めるのは，合]日lf内な経営をすすめる

ゆえんであろう r しかし滞記の方法がどうしても固定的となる結果そこから得られる剛直数字

が，現実とはほど速い姿を示すことになるおそれも大きい したがって，物1量的な数字が従米

どおり尊重さるべしとくに実拘資本なかんずく材寸ミ蓄積の内容については，つねに検討を必

要としよう「しかしてその生産力をつねに高めるような資本の維持につき，一段の工夫を必要

としよう

第 3. 公企業を妥当とする森林の性質

公企業で経営されている森林は，照史的な成立事情をもっており，したがっていろいろな性質の j'\jl分を

併有しているカもら，そのJQl有名の仕方は時代の社会括的事情の推移によっても，定点の毘ーカ hれかたが変りう

るりその意味l:qj解については，今後もなお付加されるものがあろう しカ h しここでは上井ゴ-1べたところか

ら，現経済組織ドにおいて，公企業で経営するのを 11:当と考えられる森1木の種類につき，私見を述べる

なお前第 2 工l!では，主として国有林について;:'L'3-1したが，ここでは公有林もあわせた形で述べる。

(1) 本質上会企業に院せしむべきもの

(乱)公益 k維持する必要のある森林各種保安林，風習制不，者1:市水初;l林など

助) 私企業では合JQW ソ1怪営の期待されない森林奥地不ií1活古今林およびこれに31.I\、もの

伶)林業の発注を助長促進する森林健琵林，試験林，学術参考材など

付)公共利益上，個人利用でなく n 会的な利用を可とする森林 入会林野など

(2) 国家や地方公二則，11休日体の必要によるもの

財政収入上必安のある森林

(3) 公企業を併置する必要のあるもの

(晶) 林産物の需給調節上必要な森林

国民経済，世界経済が需要するが，価格および生産費の関係上，私企業では生産され難いところ

の，世照的に減少傾向にある貴重材や大径材の生産林*

普通材の生産林でも，地方産業の構造を維持し，震僚を継続する上から公企業を可とするものが

ある。

同社会攻策上必要な森林

純山村地帯の住氏の所得の維持増加をは方通るため，公企業を可とするもの

(c) 国民経済の需要増加に対尼:し，速やかに資本投下を必要とする地帯の森林料
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木材とくに大材生産を，今日の国有林縫営の一つの円際とすることについては，懐疑的な人が多

いと思う。将来の木材加工按術の発達により，大材は不要となる意見，大材を保有することは

生産力とくに居館量を減少させるとし、う意見などがこれであるへしかし，小径材利用の加工按

術が発注してきたのは，犬材が少なくなった結果なのであって，大;材の供給が増加すれば，ま

たその加工技術も発達する可能性ーがある また日本人の建築に対する趣味が全く変化しない限

り，将来その需要の減ずることは，ほとんど考えられないと思う。また鋼材や強化木など犬材

の用途を狭めることは考えられるが，しかし何絡の関係を考えれば，大材への需安量を減少せ

しめるところまで進むかどうか疑問である。次に大材生産が雇仰を減少させる可能性のあるこ

とは考えられるが，それがJ主体的に問題になるのは，国有林全体が，大材生産の低雇傭力を問

題にする状態にまで生産力が向としたときのことである。まだ lムー大な {J1:生産力ないし無生産力

の地械をもっ今日では，大材生産の生産力は，それらよりはるかに高いと考えてよいc かえっ

てこのような商諮債の林分を若千たりとも保有することが，将来の国民経済の発展によりよく

役立つ可能性もあるけ

次に (3) の (c) は (1) の (b) に近いように考えられるが， (1) の (b) は奥地林地荷であり， (3) 

の (c) はそれよりも交通地位の良好な地情，したがって経済的林業地街をさす〔このようなと

ころでも私有の比較的小規模の経営では， 資本不足のため粗放経営となるが，設備が卜分な

ら，生産力を高めうるところはありうるつただし注意すべきは，公企業短営における集約度増

進には，私企業経営より早くその限界がくることであるコここでは，綿密丁半なれ業が必ずし

も泌済的でないことがある}

第 4. 林業における公企業の形熊

法律上所有i共J係により，国有林および公有林に分けられるが， rH'i単にその形態および性質を述べる J

(1) 国有林

国が所有経営する森林，および国が林地を所有し，官民協同で施菜する部分林をいう J 国有林野法にい

う国の収益財産として， 農林大臣の管]却に属するいわゆる狭義の国有林と， j国有林野主主の~尉を受けな

い，各省IfJ地の森林であるところの学校演習林，刑務所Jfj till，鉄道保護林などがあるコ後者は多く経済的

経営を行わず，いわゆる公営造物とみられる。これは生~収益自体が fC11拍でなく，不足経営であり，全体

実費が国家から支弁される性質の事業をいう なお 11てi 法では， 皇室財産たる御料林を区別していたが，

昭和 22 年 4 月，それまで

た O 狭義の国有林の成立は明i治台維事新「可Iの際，旧幕府担と IE:I1審傾の森林の奉還と，社寺領森林の上地によるも

ので，徳川II:!f f\，;に御林，御立山，街l直山，奥山，遠山などとよばれたものであるご

(注1 狭義の国有林は，行政財産rl~の企業用財産と普通財産とに分けられる 1 企業用財産とは，

国の企業またはその企業に従事する峨員のJ+lに供し，または供すると決定したもので，従来の

営林財産=要存置国有林野に当り，国有林縫営の生産手段主なる。普通財産とは，行政院産以

外の一切の国有財産をいい，従前の不安存置国有林野に当るつ

この狭義の国有林野は，全林野面積の 34%，全森林蓄積の 43% を占め，その経営成果がE副長経済に及

ぼす影響は大きい。 I その存在により，できるだけ公共の福祉に貢献し，一方従済的運営により，できる

だけ冗費を省き，経営の健全な発達を図らねばならない。」この趣旨から，昭和 22 年独立採算制がとられ

ることになった。その管理機関は整備し，農林省外局たる林野庁が，農林大臣の命令の下に，経営指揮の

実務を総指し，これを中央機関として，地方の監督(営林局)執行(営林署)の系統機関がある(

信)公有林
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地方公判、j[休に属する都道府県有林，市町村有林，部落有林なとがある。これらは，徳)/[1時代，村山，

村持(L/. 村受山などとよばれていたもので，維新後土地の整即分合により，主として 1111 村有林，部落有林

に移り，その後も整理分合が行われてきた、

これらの公有林のうち，都道府来有林や市町村有林では管理組織も整備し，公企業の性質を示すものも

ある。その場合多くは，純粋行政経営で，一部に非従属f内公企業の形態のものもある。ñJlUJ 村有林の一部

および部落有林のかなりの部分は，自然物の自給探取が主で，公企業とも税1;せられぬものが多いι そのよ

うなところは，林野が農業の外[羽として，農民の家計充足経済的な原理ないし生業の原)'l!1ìこしたがって取

り扱われるか，部落協同主義が-ì'~i)落民Hl1Lを牽ifj-Uし，林野面積に余裕があっても資本投下が行われぬこと

がある。しかし中には，地上権を設定し，部落民に分担j貸付けして造林する場合，および部落民が共同で

造林し，その収益は部落限りの公共事業に供される場合，さらに進んで部落またはl町村中心の森林生産組

合に移行することがある。後者の場合は経営組織がととのえられる。

第9節公私協同企業

国または公共団体と私人とが，資本的に協同し，経営も協同で行うものであるつおおむね国や公共団体

が出資と経営指仰にあたる。折揮を行う趣旨は，公益のため利潤を制限するにある。顕著な例ば. 1926年

オーストリヤの国有林をドイツの経済私法人とし株式会1-1:形態により経営したもの，およびわが国戦前の

朝鮮林業開発株式会社や昭和年代に設置された樺太開発株式会社が挙げられるつこのH!織により，国家の

資本を利用する一方，民間人の事l(述を手Ij用し，政府事業の低能率をさけつつ，利潤の制限と公共の利益を

はかろうとするわけでJ;_'る なおこの形態は，政府の企業支配の性質カ‘らいうと，前述の広的~[!j形態の独

立公企業であるコ

第 IV 章 林業経営の属性にもとづく諸形態

第 1 節分類の基礎

:f!Ii向車に使ならしむるため，いま一人の企業者が，会社形態で林業経営を行うべく決意したとする。その

企業者は資本市場で資本をあつめ，したがって多数の出資者と社債発行による他人資本を得，株式会討を

設立し協力者を使って土地および森林を求めるとする 幸いにして大国債の林地とその上の材木キ積が借

り入れられたら，経営を指持してできるだけ利潤が大きくなるように，経営の組織をととのえ，生産計画

を樹立し，林道を設備し，機械などを賃借りし，雇(属労働を用いて生産事業を行う c しかして売上高のな

かから管浬費，労賃，地代および休木蓄積の賃糾，機械の賃料，林道の減価償却費，他人資本利子を支払

い，剰余金たる総利潤のなかから出資者へ配当金を分配し，一部を積み立て，残額を企業者利回正して収

得する。この場合，林木蓄積の借りスれが存しないというのなら，それを購入したとしてよい。その場合

は当初lの資本額がふえ， 1木木蓄積の賃糾が不要となる一方，他人資本利子の支払額や配当金が増加するこ

ととなる。

このような経営形態は，歴史的な経済形態主して商品生産を行う資本家的生産の形態であり，その経済

的目擦からいえば，利潤を追求する営利経済的形態であり，さらに企業形態としてみれば，私企業のうち
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の多数集団企業に属するが，協同組合とは異なったものである 以上の点について，第 2~Li:および第 3 滞

に述べてきた。

このように経営は，動機. ff標，出資，所有，経営指J軍などの一連のWI係カ‘ら，その組織および生産の

態様にそれぞれ，特徴をもつことになる。もとよりそれは，同一森林構造力、ら出発した場合，必ずしも異

なった姿を示さぬかもしれないが，長期間のうちにはおのずから経営体としての術造にいろいろな中I1注を

生ぜしめる。

ところで木設では，第 25羊および第 35単に述べてきた事項とのWI係を一応切り附して，経営体およびそ

の運営上に示される主要な性質についてみられる相違点、に着眼して，経営形態を分館ずる 3

しかしこの経営の主要な性質すなわち属1" 1: とは. )反収L 、かたによって多種多様のものがありうる その

場合造林学や森林筏限学にみられるがごとし森林そのものに者映して，その状態に対し自然:竹人為的;こ

作mする性質つまり技術上のi的性質から分加することが，従来広く行われている!たとえ(引制種，立地の

ちがいだとか，作業種，更新方法，造林ポ肝育方法，イ!(ftJi令のHIì也などが，森林の府造に及ぼす影響(土1芸大

である。したがって，これらも分J1rjの瓦礎となりうる。

しかし，本論においては経営学の見地方 s らのi怪営の属性をfll]題とするのすなわち，森林に作用する按市

そのものの性質を取り扱うのでなく，経営のなかにとり入れられ，経営の1111造に作用することにより示さ

れる経営属性としての性質を問題とするわけである l より共休|刊にし、うと，林業経営体は土地，林木蓄積

:t水池その他の資本財からなる物的制.~生と，大経営を例にとると管問機関，小経営でも 1 人の経営者よりな

る人的組織とし、う具体的な組紬休て、あり，種子，官i木，自家労他Jや阿~，H労働などが投ぜられて，生産物を

うることによれ生産が行われるが，それは同時に生産の泊1拾を通じてつねに澗{l~(が流動している資本構

成体なのであるいすなわち経営休は，知IíÍlI'[計算を実際に行うと否とにかカ、わらず，つねに'fJlIî M(の循段して

いる資本構成休として有機的に把握せられ，またこのように何似循環の有機体と理解することにより，つ

ねに経営体を統一あるものと考えうるのである すなわち，この怠味での統一五日制休に作)jJし，その的冶

に特徴を示させるところの性質をここでは取り吸うじ

ところで，このような窓味での経営の属性でも，必ずしもその取り上げかたは一定しないであろう J た

とえば，組織や運営の細部にわたり，その性質をj白及し分制する方法も考えられるが，おそらくその結果

は，林業従営学の主要な部分を論ずることとなろう、したがって，ここに述べる分程i法は，それらの属性

のうち，とくに林業経営のWi造に大きな特徴を与えるとみられるものを選んで，それにもとづいて分類す

る。

経営は，生産の対象である生産物の種績のほか，その処分，生産および組織の 3領域に分げて，その良

性を考えうる。これらの 3領援は，一応の区分であってつねに生産経済としての経営に統ーされており，

したがってこれらの領域での属性は， 経営生産の上にそのヰ寺微を示すことにより，意義をもつものであ

る。まず生産物の種類については，経営生産上区分を要する生産形態の種類と，その生産における特徴を

示す。次に処分の領域では，自給，販売，注文の 3 つの処分方法に対して，生産物の種類やその生産個所

の組み合わせに相違を生ずることを述べる。生産領域では，生産技術にもとづく分類のほか，生産財の組

み合わせより生ずる特徴を述べる さらに組織領践では管理組織を中心として見た人的組織の性質と，物

的組織に作用Iする生産の継続性(資本維持の程度)に関して分顎する。しかしてこれらの分類を行う基礎

はー繰り返していうとー単に物的組織などの構造を述べるのではなくて，資本および損益の発生より生
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ずる側筒循環休としての，林業縦営の性質をHl併するにある。

第 2節生産物の種類による分類

生産物の種主(jが，と1"産期間1や生産方法に十111全を生ぜしめることを述べるり

林業l経営の生産物には，保安作用と L 、うサーピスがf、，h砲しうるが，経営経済としては林産物がlI'ftをの対

象J物!となる η この林産物は，林木木材を主とし，普通若干の副産拘を伴う(まか，ときに特殊林産物など

を主とすることがある したがって，林業経営がその有機;'I'~生産ーの過程で取り扱う用途別林木一木材の種

類としては次の程度の分績で足りよう c

(1) 用Jオ生産

(イ) 工芸用材

伐)新材生産

(ロ) 繊維川材

(鈴木材以外の林産物(特殊林産物)件産

(4) 各種林産物の混合生産

(5) 林産物とその他との混合生産

これらの種lJiは，生産方法にそれぞれ特徴をあたえ，森林の構造にもいろいろの塑をもたらすo f日付金

j室経営は，多く造林専業から始められ，かつ生産期日n (fl<;j切令)が長いので，資木の投下呈および経営へ

の固定度が犬となる乙つぎの薪材生産形態じくらべ士地生産力 単位面債あたりの生産量ーが大きく，か

っ収益に町、じてある l:'t~皮費 IIJの調印jが可能で，士f也国債当りの純収益頒を大きくできるから，林木の市場

生産が一般的となるにつれ，経営に1よく派Hlされるようになってきた

用材生産従営中，建築，土木，電れなどの HJ途にむけられる工奈川材を生産する場合は，おおむね針葉

樹，それもスギ，ヒノキ，マツなどが主として選ばれ，その生産期間も他の撞JI(，iにくらべて高L 、。それだ

けに林水蓄積で示される資産領の大きい期間が長く，したがって F備，'1甘動機も付加しやすい。枕木，家~l，

府材や合板川材に!土，広葉樹も用いられるが，その場合の11(:制令はさらに高くなる。しかし，広葉樹は針

葉聞にくらべ土地生産力が低く，かつ資本によってこれを向上させうる余地がせまいため，これを主たる

生iW円擦とする経常i土少ない

了.芸用材でもj充木ヨ二度を1"'11禁とする場合It針葉樹，主としてマツ績の伐期令はずっと低くなるコこれは

パルプ泊繊維の生産を主同泊とするマツ林の場合も同様であって，この場合はとくに体ドの{量級に対する

特別の要求がなく，小径材を可とし，ヵ、つマツ林の土地件産力最大の時期ー材積収陸最多 は，比較的早

くくるので生産期間が);;1 くなる

薪材生産は燃料としての用途の関係上，とくに木炭の生産を目標とする場合は，広葉樹が選ばれるつ広

葉樹は萌芽更新が容易で、あり，かっ有利に造林できる樹種が肢られ，それもJlñ芽更新の場合と顕著な土地

生産力の差が見られないため，一般に疏芽更新が行われている二需要上薪材としての径級に顕著な要求が

なく，ー方炭材としては小径材が好まれ，かつ生産期間を延長しでもいちじるしい生産量増加が期待され

ないので， {J:;期令(土沌rrø~低くなる傾向がある。用材生産形態にくらべ，土地生産力が低く，かっこれを資

本によって助長しうる余地がせまく，したがって収益額も低L 、 c しかし，資本ことに貨幣資本をほとんど

要せず，生産期間が窟く，一定期間での所得回数の多いこと，かつ黒機的生産過程と結合した生産形態を

とることにより，総所得額を増加させやすいこと，などの性質が，小経営や準溢営で好まれうる。
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一般にJtJ材林の面積は，者;材林にくらべ漸増の傾向にある J それは，市場手1・産を行う経営が多くなるに

つれ，用材t林の方が伐期令は高くても，収益が大きくなる場合が多いからである(そのうちでも造林費が

かかっても，斉一林木がえられ，成長が早く，同一林令で収穫量が犬きく，用途が広く立木何格の高い附

種として，広葉樹よりも針奨樹，なかんずくスギ‘の造林面積が著培しつつある。これについでマツ類，ヒ

ノキ，カラマヅが多い。薪材中{，では，広葉樹のうち炭材に適し，しtJ.も成長の早い樹種が好まれるが，ク

ヌギ，カシ類以外はあまり造林されない J

木材以外の(特殊〉林産物としては，竹材，後， IID桐，五倍子，あベまき樹皮，松脂，樟脳，綜欄，

栗，胡桃，ペカン，械，キti'茸等々雑多なものがあれそれぞれの生産物に応;ずる採取や栽陪の方法に(fg性

がつよい。

つぎに林業経営の生産物は，それが単一種類のものに限られることもあるが，多く数種傾のものが，結

合的に供給されるのが一つの特徴である。その場合生産方法1-. (1) 単一供給を目的とするもの(例，薪!美

林)" (2) 単一生産の方法をとるが数種の生産物の結合供給となるものーこれは普通の施業方法による用材

林が吃うで，工法二的用材を主産物とするときでも， f~iJ伐材にはパルプ用材や足場丸太など，主伐に当り数

種の材種のほか，議l材，樹皮，樹脂なども採取されうるつ (3) 当初から数種の結合生産を目的とするもの，

rl:J林作業や一部のf尺伐作業の場合は， 当初から数林産物の結令旦:産を行う j 針広?見交林作業も同様であ

る c

そのほかでも，天然林では森林の構造上，採取に当り数種の生産物に分けられるのが普通であり，また

木材以外の生産物店主 101 的とする場合でも， アベマキ林のごとく樹皮のほかに薪材も得られることがあ

るの

なお林産物以外との混合生産とは，林業;民営内に，録草地，牧野， 農地， 土石駅即也などをあわせ有

し，それらでの経営生践をも行う場合である。

第3節林産物の処分方法による分類

林産物の処分領域における性質の差によって，生産物の選以，組合せなど経営生産の上に特徴を生ずる

ことを述べる。

処分方法の本11]主により，生産形態を区分すると，ぷ;の 3 種に分けられる。

(1) 自給生産

白)市場生産

(3) 注文生産

目給生産には，自家用の薪材や林野の副産物を家計充足用にし，また農業用の肥料や飼料を臣家の農業

経営のために得ょうとするものであるつこれらの生産物の土地生産力および価値段ともに一般に低いが，

生活必需財であり，経営必需財であるので，ス会林野の存しない場合はもちろん，存在しでもある程度目

給生産されることとなる。しかし生産価値が低いので，自家用材備林などのほか，あまり資本を授ぜられ

ず，他の市場生産形態の林野に付随して生産されるもので間に合わせる場合が多いc

次の市場生産の形態は，今日一般的である。国民経済を通ずる各生産段階で，木材は多様の用途をもっ

てし、る。薪のごとく直ちに消費財となるもののほか，各種消費財の生産過程の各段階で，原料または材料

となる生産財として使用されるコしたがって，各用途における木材の需要事情やその価格は，その時々に
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炭化している。そのため市場生産を行う経営者は，協l種，材種別の木材の需要量や価絡に対し. I県!心をも

つようになる J

ところで，林業以外の経営では，個々の生産物の生産期間が短L、から，特殊な生産物の何絡が騰貴すれ

ば，その種類のもののある税度の生産増加を図ることも可能である。しカ‘し林木の有機的生産のj位私!でこ

のような方法をとることはできない。この生産過程=そのものが，その時々の需要事情の変化と切り慨して

固定的となるのが，林業経営の一つの特徴である c それだけづこ造林に当り，将来を予測しての有利な樹種

の選沢に注意が払われるが，いったん悩殺して成林したら，これを変更することはできない。

それでいて販売に当り，若干林木の何倍ひいては収益会増加せしめうるのは，さきに述べた結合供給の

性質を利用しうるからである l すなわち林木としては，単一樹種で同ー施業が斤われていても，採取され

るときは材種などで選沢の余地があるところから，有利な採材法をとりうるためであるー

市場生産にあたり，この林業生産の固定性を，若干たりとも緩和しようとする試みが，行われることが

ある。とくに大Jí1丞営や，便利な地域の経営がそうである c 交通地位の良好な地域の経営や準経営は，各種

の林産拘がそれぞれ何格をもつので，その時々に有利な価格の産物を供給しうるよう，更新の当初からそ

れを考えた樹種や施業法の結合生産的な選沢が好ましくなる。また大経営では，労働の能率を挙げるた

め，自然的立地条何二に適応した林分単位ごとに，単一生産の構造がとられやすいが，経営全体としてみれ

ば，かなり多様な結合生産的前造となりやすい

注文生産形態になると，当初]から生産物の種煩がある程度明らヵ、となる。生産物の需要会社と特殊な関

係をもち，特定生産物を供給するために設け』られた林業会社がそうであるわまた一般にij封'1!i; f :J:.IJ、さいが，

森林所有者が災i炭するために，薪!友林を経営する場合もそうである。この種の経営は，実質的にä文生産

を行うもので，市場生産;の場合と区別される。もし，市場生産において克られる林業経営内での結合生産

を，水平的結合生産というなら，この場合は，生産過程の延長とし、う意味で，垂直的結合生産ということ

ができょう r この種の 1係営は，林業部門だけが独立した形態をとる場合(単独経営〕とさらに第二次の加

工生産ないし消費財生産過程と完全に結合した形態(複合極営〉の場合とがありうる そのいずれにせよ

関係をもっ生産業には，素材牛:&.製材，製炭，油脂採取などのほか，パルプ，合板，造船業などがあり

うる。

自給生産形態では，必要な生産物をできるだけ11ft怖に生産探取することが，従来一般に行われてきたっ

林地に余怖のある場合とくにそうで，いわゆる自然物の採取にとどまることも多~'é しかし市場生産が広

く行われるようになると，林地に価値を生じ，したがって自給生産形態の部分もその影響をうけ，その区

域面績が圧縮されるとともに， そこへの投下労働量の価値が考えられるようになる しかし，原則とし

て，その採取労働の費用が，その生産物の購入価格より低い以上，自給生産が仔われようご

市場生産形態は，今日家計充足経済的形態においても広く採用されるところで，当初林産物の価格への

関心から出発しでも，その生産を行うに及び，費用との関係も考えられるようになり，所得主義的生産や

営利経済的形態に近いものも生ずるようになるこ

注文生産形態では， 関係会性がパノレプ会社などの場合， 本来費用が補償されれば成立しうる基礎をも

っつさらに需要産業と結合している場合は.中間利潤の排除はいうまでもなく，資本および組織の相互活

用により， 生産費の内部節約をもはかりうるコしかしこのあとの場合， 結合生産経営のリーダーシヅプ

を， いずれの生産業がとるかにより， 成果は必ずしも等しくない。一般に異種的経営が原材料の必要か
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ら，林業総営を包有する場合は，資本二TJが大きいから成功しやすいが，林業経営がリー〆ーシヅプをとっ

て，木材業， lìJi Æ;J・業々とを行うことは，インフレーシヨンのli;j期などに発生しやすいが ， jJnコ業の経済に

対し探知識のために往々にして失敗している。

第4節林地の使用目的による分類

林産物の処分方法による分知の延長として， :1*地の{~1fJ目的による分'J\l'jが，次のごとくに考えられる。

(1) 役会会共用林地

(2) 販)'IÍ~I;産用林地

(3) 家計充足用林地

(4) 経営生産問林地

この分程jの2;~M主に自然I 'i'J立地条í'!ーがつよく ('I，m している。社会公共JH とは，林野の所有怖や一応;の経営

権はあっても，保安林，国立公国，保安施設地区，砂防指定地などとして，法律上施業の制限を受け，あ

るいはス会制度のごとき産物j手iJYIí上の特殊な↑I't習のため，実質的に自由な施業が制限される場合の林地を

さすっ

販売生産flJとは，材:産物を阪先するために生産を行うもので，現在ではもっとも広い森林面積にわた

る ここでは収入をうるのが IJ r'I甘で、あるから，林業は経済仰に合則的な経営を行う契機をもっ J

家言|充足用は，主として自家用の新材や林野の副産物を得ょうとするもので，家計に必要な量が，腕ス

するよりも容必に入手できるので，炭山村地イ!?の林野の相当T国債が，このため保有せられる心部落有林野

の多くは，所有;'\1\落からみれば，社会公共用の性質のものだが，利f目する農家からみれば，この家計充足

mか，次の経営生産11Iに当る。このための林地は，毎年必要な需要、量が充足されればよく，したがって森

林の約冶や，地方の林産物派取の慣習上からは，必ずしも一定の林地面積を，このため区分する必要もな

し、。

経営住1m肘は，農地の肥料川市奨，その他のh;{材料， *Mのための削料草奨や，益五芸者;'jIgのための薪材

などをうる場合をし、う。これらの生産物の価値は，農産物や7fT産物のそれに含まれ，普通それ自体として

は明らかでないが，家計充足川と同じく年間の需要量は，普通の場合ほぼ一定しているコ

以上のごとき種類の林野は，経営H標にしたがって，得ょうとする産物の種鎖により，異なった林地の

HJ途区分と，それぞれの経営方法がとられることとなる i このうち家計充足および経営生産用の林野をあ

わせて特凶林(森林j袋入農業川林野(農地調撃法)，あるいは普通に農山林などとよぶ

経営の生産f'[的にしたがって，えらばれる間種，材種などのや1:木の種額や，林産物の種類は，その地方

の自然の土地の条{牛や，現在の林中Hによって制約をうけるが，それでも長い間には，生産目的になるべく

そうような種類のものに移ってゆく。すなわち保安林では，森林を社会公共の目的のため，健全に維持す

るのが第ーだから，自然の立地に適した，または適尼崎のつよい種類の樹種が選ばれ，材種などは副次的

なものとなる。販売生産用の場合は，その需要が多く，したがって収スの大きい種類の樹種材種が選ばれ

るコまた有利な立地に志向しやすいっこの場合，林木の販売生産力:目的のときは用矧初予くなり，一方

薪炭林地帯や自家の労働に毛吟余裕がある一方収スが少ない状態では，伐期が短かくて製炭加工まで行わ

れる薪材林が多くなる。

経営の組織に当り，家計充足用や経営生産FiJの林野は，それぞれの必要の程度に位、じ，士地利用の種類
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や面積が定まってゆくが，版元凶の場合ほど樹種や材種の選択に敏感でない 1 とくに経営面積に余裕のあ

る場合そうであって，おおむね立地条f!・の不良なf問所て、の天然産物jを採取するか，あるいは販死生産を行

いつつある森林内の結合生産にまっか，の方法がとられる J しかし平時の投下労働量が大きくなるので，

あまりに不便な所は選ひ、矧[，、。なお'1、経営や准経営で，販売，家計，経営生産用の各種需要をあわせて継

続的に充足しようとすれば，駅f女('1ニ業も行われうる。

いずれにせよ経営利織において，これら各種用途林地の合fnl的な配分を，考える必要がある。家計充足

や経営生産Ifj;f:木地は， JIl<:益を生み出すわけではないが毎年労働が投ぜられ，一方販売生産用林地は収スが

あがるが， とくに用材1本の場合，労働の投下が問泊沿っì1りとなる。

第5節生産技術による分類

林業技術が経営縦約に作)lJする性質によって，これを区分する。

林業経営においてmし、られる技術は，有機的技術と無機的技術とに分けられる τ 有機的技術は，直接生

産量や収益を増加するのに役立つ按術，つまり造林撫育などに附する技術である 無機的技術は機被的技

術ともいわれ， 1在接生産量の増lJfIには関係がないが，~機的生産過程での能率をあげ，費用を節約するこ

とにより，林業生産の収益を増加するのに間接的に役立つ技術，たとえば伐木造材，集逮材，製炭製材や

林道敷設なと1こ!刻する按やI;jをし、うコなおr，11伐や択伐の按品|せは，それ自体無機的技術であるが， ，設存林分の

成長促進に役立つ;在日未で，除伐の技術などと同線に，有機的技術でもある

技術が経常に対し t括的I}'Jに「ド)IJずる点から，その主要なVI:'ti:により区分すると，次の 3 種となる

(1) 土地利)iH交付J

(2) 労働利用技術

(3) 資本利)+]按術

土地利用技術とは，土地の自然の生産力に主として依存する技術をいう。奥地突然林を伐採し，跡地の

天然更新を行う按術などは，これである。労働利用按術とは，林業生産に関する技術のほとんどがそうだ

といえるが，生産力の向 kを主として労働投下にまつ種類の技術である。造林撫育などの技術を個々に見

れば，この労働利肘技術である。資本手Ijm技術とは，機j1を，装置，設備など資本財の生産力に依存する技

術であって，一般に原始産業部門は工業部門にくらべ，このような技術の導入がおくれている。人工の設

備として，林j立が挙げられよう。しかし，林業経営に設備される林木者積は，資本財であり，それ自体一

種の袋店，設備と考えられる 事実林業経営の生産力1L 朴木裕積の生産力によって定まり，労働は，林

木訴績の自然の活動を淵整助長するものと考えられる u その芯1米で，林業経営において，組織的計画的に

用いられる技術は，資本利用技術だといえよう。すなわち作業種，林分種，伐期令などに関する技術が，

資本利用に関する技術であるコただし工業経営における機微や装置とことなり，材木蓄積の生産力はやは

り土地と結合し士地から発するものであり，したがって土地の生産力に規制され，限界が速やかにくる。

技術のこのような 3 種の区分は，相対的なものであって，主として用いる生産要素の種類により分けた

のであるから，比較する対象の如何により，その技術の特徴づけが多少ちがってくる。たとえば林業技術

を工業被術と比較すると，土地利用技術としての性質が顕著であり，また農業技術にくらべると土地利用

技術であるとともに，資本利用技術の性質がつよい。また林業技術のうちでも有機的技術は無終的技術に

くらベ，土地および材木若干積資本の利用度が高く，労働および機械資本などの利用度が低いコ
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同様に，同じく有機的生産技術のうちでも，本11対的に按術の性質を区分することができょうわまず，樹

種はそれぞれ経済的な林業生産の枠のうちで，適当な技術体系をもっている。もちろんその隔も，樹種に

より広狭が考えられるコたとえば，広葉樹の生産は土地利用防jであり，針奨樹の生産は労働および資本利

用的である。しかし針葉樹を特別樹種とくらべると，前者は資本利用的，後者は労働j利!H的といえようー

また針葉樹のうちでも，突然更新の容易なマ γ)$j~モさは士地利用的なことが多く，人工更新の一般的な

スギ，ヒノキは労働および資木利用的であろうさらにスギとヒノキを比絞すると，後者のf:l(;期令が一般

に長いところから，前者の労働利用的なのに対し，後者は資本利用的といえる。

つぎに立地条件は，技術の性1f{を変化せしめうる"奥地の不便なところや土地のやせたところでは，労

働や資本を増投しでも，収益をあまり大きくできないから，土地利用的技術が行われやすい。 ただしその

場合昔話営に資本カがあると，林浩などを設備して生産の条件を改善できるから，もしそうすれば資木利用

的技術がはし、るわけで、ある。一方土地のこえたところでは資本利用または労働利用的となりやすく，使利

のょいところでは，労働に余係のあるところから，労働利用的後初;Ïがはいりやすい c

同僚に更祈方法，林分種，作業種，イた!切令の:選択についても，若干技術の刊:質を区分で、きるや天然更新

は土地利用的，人工舶栽は労働および資本利用的である。林分種で，同一労働投下による人工舶殺の場合

でも，ホ11刈1'1'0に見ると主[.広I見交林造成は土地利JHI竹であり，単純針葉樹造林は資本利生H:'I句なことが多いで

あろう。作業種の性質はそれをとりスれる経営の性質によっても相違するので，一概にはいえないが，そ

れでも粘伎な訳伐作業や前更作業は，土地利用的であれ普通の皆伐一斉造林作業は資本利用n<.Jであり，

集約な訳伐作業や小面積作業は労働利用的となる傾向がある c つまり天然放詑li句作業は土地利用的で，単

木作業や小面積作業は労11j'i~利用 I~I句，また大面積作業は資本利用的となるわけである。さらに生産期間で，

短伐期は労lillv投下畳が大きくなり，労働利肘i'めであり，長伐期は資本としての手やド蓄積の生産力に依存す

るから，資本利用的となるご

つぎに造林作業と撫育作業をえ11七すると，前者は労働利用 I'i'~であり，後者は資本利Hl I'I'jだといえよう r

けだし前者では労働が集中的に投ぜられるが，後者では成立木としての資本の生産力を助長するため，労

働が怖均的に用いられるからである?なお造林方法についても，播種やド木他殺は土地利用的で，普通の

航後造林は労働および資本利用的だが，密jj([ j生林でさらにその程度がすすむこととなる。

林業l経営としては，林業後術のこのような性質をさらに検討し，経営としての目標に応じ，適当な採用

とその訓令せを:考える必要がある n

第6節生産財の組合せによる分類

林業技術の分類から知られるように，士地，労働，資本の 3 生産要素を組み合わせて，林業FÎs:L営を組織

運営する場合，生産要素のいずれに重点を置くかにより，経営全体主しての構造に相違を生ずることにな

る。この経営として生ずる特徴により，経営を分類すると， P;のようになる。これは，経営の用いうる士

地，労働，資本への制約，つまり生産要素中のなにが欠乏しているかにより，区分するものであるて

(1) 土地利府経営

(2) 労偉操約!径営

(3) 資本集約!経営

土地利用経営とは，労働および資本をあまり投ぜず，自然の土地の生産力から生じた産物を採取するご
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とき，\4.営をいう f 林業{ポ営としては労働と資本の投下亘ーが不足し，非常に粗放な話営である。土地の生産

ゴJを高め，生産量を増加するよ.カ‘ら，この種の経営が好ましくないのはもちろんであるが，現在も公有林

や国有林のうちなどに，粗放施業の相当面積が存することは否まれず，方益つこのような部分が後営の相当

国防にわたるときは，粗放経営の姿をとる。この種の!従営では，結局資本が不足するわけであるが，公有

林では農業上の瑚由など，また奥地林ては材木の側格の低いことが，資本投下を阻止する。なお私有林で

もこのような経営が存しないわけでなく，また資本の効率的利用の上方通ら，おのずから部分的に粗放施業

の{問所を生じうる しかし一般に，私有林経営は交通地位が良好なため，単なる土地利用経常にとどまる

ものが少ない。

労働集約経営および資本集約経営は，土地問用経営にくらべ， 労働や資本の投下量の大きい経営をい

う。ここでは土地が不足因子となる c 数量的には，単位土地面積あたりの年平均の労働投下量および資本

量の価値額で示しうるこしたがって，土地利用か，労働集約か，と L 、うのは，相対的な比較の上でいえる

ことである。また労働集約か資本集約かも，相対的な同窓として考えられる。たとえば同質の林業経営で

も，無機的生産j叫松まで兼営するときは，そうでないときに比して労働集約となるであろうが，さらに林

道設備， トラックなどの資本を増授するなら，資本集約にもなる。しかしここでは本来の有機的生産によ

る J休業経営にかぎり，問題点を考えてみよう」

普通の林業誕営の場合，明らかに区別されるのは，用1オ林経営が資本集約で，造林相育作業を行う薪1;i'

J本経営が労働集約であることである e これは， f活者が伐期が長〈装備される材寸之蓄積の価値量が大きくな

る一方，後者は短伐期で施業され，労働の繰り返えし投下の回数が多くなり，材木蓄積量は小となるから

である。ただし造林撫育作業を行わない薪材林経営は，土地利用総営にすぎない。

同様にして，用材林主主営であっても，労働集約と資本集約とが区別せられることがあるミこの場合伐期

令 =!I耐え矧が同じならふつう労働も資本も集約度はfjH'fする J すなわち，その際投下される技術が有機的

なもので，他の生産条件が同じである以七労働の集約は資本の集約を伴うこつまり，航抜本数が増加す

れば，労(劃j投下量がふえるし，また全体の材木蓄債量もふえることとなる。しかし，伐期令=愉伐期がち

がうと，この{ìf:!子l見J係が見られなくなる。同一施業の経営で長伐矧と短伐期をくらべると，相対的に前者

は労働組放，資本集約で，後者は労働集約，資本粗放となる〔林業1経営上にみられるこの性質は，結局生

産期間jの長短と関係して生ずるものであるが，きわめて重要であり，社会溢i済事情がこの傾向をゆるすと

き，その他の労例利用や資本手IJr丹波1il~f と結び合わされて，非常に労働集約;:1勺経営の区別を|同らかにするこ

とがある。

労働集約的経営は，労Ø\ryに余裕のある場合，収穫逓i成法則に抵抗し，経済的に有利な労働を投下しうる

かぎり，労働集約となる傾向をもっ乙侭伐薪炭林議営，北山台杉林経営，青梅小丸太経営などその類であ

る。なお尾鷲のヒノキ小丸太林経営も，植栽本数が多く，短伐期であり，労働集約経営であるが，資本家

的な生産方法がとられている c むしろ労働集約経営の本来の姿は，自家労働を中軸として，これを計画的

に投下しうる余裕のあるノj、経営や，準経営においてみられよう乙元来林業の有機的生産の過税において，

作業労働が授下されるのは，造林以後の十数年であって，その後は主として材木自体の成長力により材。j(

罫積の増加をみるっその際労働に余裕があれば， l 、 L 、かえると相対的に土地が不足していれば 伐期令

を1mてげて，速やかに土地と労働の報酬たる所得を得ようとする。したがってこの種の経営では，有機的

な労働の増投が，収益を増加しうるかぎり，投せ、られてゆくべく，またそこからの所得額が投下労働;こ対
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する労銀総額以上になるかぎり，伐期令は引ドげられよう》ここでは，必ずしも所得の最大とか，士地収

穫の最大だとかは意図されない。不足している土地の利用瀕度を多くすることが，結果において労働集約

縦営たらしめるけ

このような経営にくらべて，資本集約l'I7J，経営は，経営計算上，その有利となる集約度に-.r:c.の限界をも

っο この種の経営は，阿古lî労働を主とする大経営に見られるが，費用としての労銀額が損益計算f-.il剤約因

子となり， ~[I!日命的には，資本が経営の中心に立つ。ただしこの資本が必ずしも貨幣資本と考えられないこ

とは，既述したが，その場合は資産または実物資本としての林木蓄積が重要視される一方，毎年の損益ま

たは収交計算が符重される 経営の中では， 1料三者~舶の造成に授ぜられた作業労働の賃銀は，苗木代など

とともにすでに前払L 、せられ，投下資本として林木議績のうちに固定しているの 経営はこのような資本と

くに資産を縦刊しながら，毎年 数年ごとでもよいが←ー費用を投じ，収益をあげてゆく。その場合，

経営の鋭的的形態を度外視し，毎年の損益だけに着目すれば，純収益の最大，現有資本との|具j係を考えれ

ば利ìF，~率の最大，また投下資本の利廻りを考えると限界効率の最大などが経営利融の目標となるべく，そ

れにしたがって経営のもつ資木の集約度が決められようコしかし実際には直接資本の生産力との関係が意

制されず，その輪伐矧の決定に当つては，おおむね材積ij又w最多の伐J切ないし 1rlli{[I'(似穫最大の伐期の flJj ，

もしくはふとの前後に落つくことが多いと見られる。普通には，価値収降最多および森林純収益最多の伐期

令が長くなるが，これを採用すれば，資本の集約皮はさらに高まることとなる

しかし林業:経営の資本集約度が，さらに大となる場合も考えられる。それによって第 1 に，輪伐期を高

め，毎年の造林撫育の国債を減じ，従って I([f伯量を減ずれば毎年の出費を減らしうる一方，より大きな林

木当強自体の生産力を利用することができるー第 2 に，林産物価絡は毎年変動するから，装備する蓄積量

が大きいほど，これに対して有利に対r，tできるし，とくに老令大径木においてその騰貴率が大きい(投機

的動機j。第 3 に家計の不時の必要に一回つよく応じうる

このような諸回出からして，家計に余裕があればできるだけ資本の集約度を高め，林フド者積を充実させ

ようとする方向も生じうる、その際資本の利組りを考えるなら，最低の，いわゆる地方普通利率(国依利

子〉以上になることが望ましいカ h も知れないが，もし第 2 および第 3 の理由に重点が置かれるものなら，

この地方普通利率以下の利廻りとなっても，その主主本の集約皮は意味をもちうる。しかしこのような傾向

がすすめば， "とれは泊度集約であり，資本保有経営とでもいうべき形になるであろう，

ou このあとの種知の{活営の存在は，林業，(，活営がまだ生産経営として自覚されず，つまり資産
が尊重せられて，資本の用i交が重んぜられないためだといえよう。しかしその経営者にとって

は，このような経営の態様も十分に意味をもちうるわけである。また固有林経営におし、て，将

来の木材需要の増加率が，休木一木村生産の辿皮を上まわる見透しなら，同部的にもせよやは

り伐期令を高めて，材σf:蓄積の備苦手量をふやしておき，少しでも兵くこれに対尽してゆく措置

も必要であろう けだし，伐期を引き下げるのは容易だが，高めるのは困難だからである乙も

っとも当面の伐期引下げは，今日の供給量確保のためで，将来の生産量増加のためでない点に

問題がある。

第7節 管理職能の経営指揮との関係による分類

経営が生産活動を行う上で，これを組織する各部分は，いろいろの任務を呆さねばならないc この任務

を人に関係づけたものを，職分といい，この職分達成のために要求される諸行為を，職能とし、うっ職分は
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上カ‘ら与えられるものであるが，これをその但当者からみた嫁合制限能というす管J:'H職能とは， )1'ヰ営を市11

f:lili L.経営指揮者の意志を実行し，また作業労働に伝達し，その実行を監督するl絞能であるハ

農業経営では， この管I叫q引叩叫!J川I1職|I伐[波t附百能包をおおむね島鮮縦手玉一営者カ

うな縦営形態を自己経営または家族労('作介乍l'iÍl従詮営と L 、づう。林業{遁営では，小経営やとくに準経営でこの形態が

見られるが，経営規:漢が大きくなるにつれ，管:ml労働と作業労働とが分断するっそれは作業の性質上，集

中的に多長の労働投下を要する場合が多くなる一方，とくに森林の構造の変化をつねに知って，適切な事

業の計四とその実行をはかる上での，管即戦能の重要性と仕事量とがふえるからである。しかしてこの場

合，外部より労働者を雇仰するようになると， ιれを原告li経営とし、う r 私有林のうち，小規模縦営に普通

にみられるところであるコ

っき可こ，経営18'}軍と管rUllli附巨との WJ係力、ら，次のように分類することができる

(1) 直接経営(自己企業〕

(2) 管澱経営

(引委託経営

(4) 信託経営

n'i接経営は， 11長経営のほか中小経営にも乞普通に見られるところで，縦営者が管J!HJI附Eをあわせ行うもの

である。管問経営は，管迎職員を置いて恰;~~，l険能を行わせるもので，私有利;の大中経営，会社経営および

公企業などで，一般に行われている。生産森1材且合もそうである。 私有林で見られる山容，山守，山 lり話ー

なども一種の管日[1倣能を行うものであるが，しかし普通に管混戦員というときは，一つの経営に悶定し，

したがって回定給をもらう職員をし、う。しかして経営規模が大きくなるほど，この職員の数が増加し，国

有林l悩営や会社有林i益営になると，専門職能別および地域部門別の分科和紘がととのったいわゆる管問f機

関が設けられるここのような管問機関が発注し，経営指俸にしたがし、，縦営業務の主要な部分を遂行する

形態が存するのが，林業経営の一つの特徴である。

委託経営とは，管理職能を経営布陣者が，他の整備した笹玉県機関に委託するもので，森林所有者が，森

林より速くはなれて居住している場合，地元の森林組合に官~lを委託する形で行われる c ドイツでは森林

官吏に施業を委託する途が開かれていた 3 なおこの委託縦営では，管王立は委託するが，経営指filiはこれを

森林所有者が行う。

信託経営は信託法にもとづき行われるもので，管王里を委託された者は和営桁停をもあわせて行い，信託

期間の事業の結果実費を差引き，純収益を森林所有者に送るもので，出資森材組合がこれを行いうること

となっている。したがってこの場合は，森林所有者はその信託期間では管問!限能だけでなく，経営指frl(を

も失うこととなる。

直接経営では経営指揮と管理が合一し，さらに自己経営=家族労作経営では作業労働までが一体となる

ので，経営はすこぶる弾力性に富み， かっ支出をのぞき一切の収入が自己の所得となるので， 働きがL 、

のある経営形態であるコ直接家計と密接に結びっし家族労働に余裕のある場合，綿密な作業が行われ，

属的労働ではとうていやれない成果を挙げるこ主があるつしかし往々にして林業に関する十分な知識を欠

き，まずこ資本や労働に余裕のない場合は，いわゆる土地利用経営の形態を脱しきれないことがある c それ

でも一般には，労働集約的経営となる契機をもっ。し力、し経営規模が大きくなり，所有地が漸次遠隔地に

分散するようになると，家族労作を行いうる部分が制限され，単なる直接経営となり，作業労働は雇僚を
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主とするM股となるのさらに!日íllî労働の賃銀偶に影刊されて，その労働集約度は家族労作経営の場合ほど

のびなくなる。それでも経営生産の弾力性は，経営指拘i と管玉虫が合一しているだけに，比絞的大きしそ

の際毎年の事業量を左右するのは，主として林産物jの側陥と家計の事情であるこれらの事情は，経営の

資本集約皮を左右しやすい なおこの種の誕管は，生産:に弾力性があるだけに，当面の経済事情に左右さ

れて，たちまち資本維持が困難となることがある 「山はできるだけ伐らずにおけ」と Lづ種類の家訓が

存するゆえんである。

直接縫営でも，所有地ヵ';l 、ちじるしく分散するようになると，その付近に山番や山 111 話などを委嘱し，

森林保被などの一部の管H!l職能を行わせるようになる l これらの山番などは漸次森林の>>ÍIi業にも I~，J ，むをも

つようになり，各種の作業の必要な時期に，そのことを!?チ営者に通知連絡し，また往々にしてこの作業の

実行や日ぽ?を自ら相当する形態も生ずる。このようになると，森林は改善され，その生産力はすすむが，

経営者のもつ経営指悼の知力性は漸次制約をうけることとなる。すなわち森林の構造に応ずる合理的施業

が行われやすく，したがって資本集約皮はすすむが，収益についての目白さが失われてゆきやすい{

管国経営になると，家計との WJ係が稀i\7-となるか，会く遮断されるが，つねに管沼!職員の同定給が経営

負担となる。経営者は毎年の卒業汁両を立て，そのJ行体に当るが，少なくとも自己の必要な所得と管理l農

民の給料とは (mf~;\公;深などもふくめん収入の rl';/). ら収得しうるよう， また管組職員を能率的に働かし

うるよう， 計回する必要がある。 したがって， 毎年の事楽に，ある程度の継続性と均等性とがあらわれ

る。また不況時の収入減少を予怨しての予備林制度なども必要となる。管問l険員がふえ，専門分化し，管

理機!日jが大きくなるにつれ，経営はますます相織化され，事業量も 11):年同定，'!IJ となってゆく l ここでは直

僚経営や家族労作経営にみられるような綿密な森林作業にもとづく労働集約度の増進は，不経済である乙

制織的な生産方法がとられ，事業個所の)き釈についても計四ûi'l'J となり，また大量の1'1二業労働をーfi寺に;(l!i\iî

して能率的に作業させる作業組織が重んぜられる。すなわち生産技術も全く手工業的で綿密な職人的技術

から， 個々にはある程度の粗放さをみとむべき大量生産的技術に移ってゆく t この場合経営生産の成果

は. {間々の労働者の熱線度も問題ではあるが，その地方討会における林業労働者の一般的技術水準に，依

存するところが大きくなる

委託経営や信託経営は，林業従営が土地ィこ|司定され，移動できないところから，必然的に生ずるわけで

ある 3

第8節生産の継続性による分類

林業経営は他の産業経営とことなり，収穫物の増減が，実物資本すなわわ林フド茶債の増減と，密接な負

の相関関係をもっている c 椋木苦手積の成長量にもとづく正常な生産量は，短期間ではほとんど変化しない

が，収穫量を一時的に増加するのは容易であり，しかもその場合は直ちに実物資本の減少が生ずる c しか

してこの実}防資本は，物照的にまたは何値的に，より大きい生産力を示す構造が考えられ，すでにその構

造に到達しているときに，もしその構造を破壊すると，長くもとの生産力にもどらなし、。したがって林業

経営では，実物資本の維持がとくに重要視されるが，これは森林極理学で，いわゆる保続作業と称せられ

るものであり，ここではこれを生産の継続性とし、うっ林業経営では普通の場合，この生産の継続性と資本

維持とが，表裏をなしている。

ところでこの生産の継続l陸は， 実は林業径営にかぎらず， あらゆる種類、の経営の本質をなすものであ
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る。けだし経営とは，ただ一同かぎりの生産のためではなくて，生産の繰り返えしすなわち生産の継続を

前提として，組織渥営されるものだからであるついわゆるゴーイング・コンサーン(継続的事業体)とい

う言奨は，会計学11 ， ら出た用語であるが，この経営の一つの本質を示している。

しカ、し，前述のごとく，林業経営の実際において，収穫量が成長量にもとづいて行われないことが，し

ばしば見られる δ 否厳密にいえば，成長長とおりに行われることが，ほとんど皆無だといってよいであろ

う。またとくに短期間では，収穫量が成長量をいちじるしく上下することカてありうるつさらに成長量とお

りに収穫してゆくことが，かならずしも生産の継続性を長期的に維持しうるゆえんでない場合も考えられ

る。しかしこれらの点につき，結局は材マド苦手積の構造の分析にまで立ちいたると，それは森林経溜1学の分

野であり，したがってここでは取り上げず，生産の継続性を尺度としてそれをはかる生産の態様を示す経

営の種類を挙げると，次のようになる(

(1)均衡経営

(2) 増嫡経営

(3) 過探経営

均衡経営とは，実物資本の生産力が一定に縦持せられ，したがって，生産量が継続的に一定であるよう

な方針によって，運営されている脱営をいう〉したがって"ifMl.E{ 1鋭的では，資本絹も損益額も継続して一定

となる。これは到E想的には般正連年保続作業の場合，したがって法正林経営に当るっそこでは一定の技術

水準にもとづく施業林が組織的に組み立てられているつしかし現実には (1) 土地条件がー橡でないから，

同一施業法をとる場合でも，毎年の成長量，ひいては材木若手積量が一定せず. \, 、わんや生産額や実拘資本

額は変化的となる o (2) 林業技術も長い間には進歩するから. lilij絡条íqニがかわらなくてもその保用わた

め，生産量ならびに資本量は変化しうる。 (3) 林産物価絡や費用価格がかわると，それに応じ漸次経営構

造がかわるべく，したがって長期的に見れば，この均蜘7長営は存しえず. i欠の増殖経営となるのが普通で、

ある。しかし，この経営形態はもっとも基本的な形態であって，漸次変化しうるものだとしても，総営は

その日吉々の森林の構造や経済条件にHIJ i，ê;しながら，なるべくこの形態に近づこうと務めるものである

増殖経営とは，実働資本の蓄積を増加することにより生産力を高めうる場合に，将来その生産力を高め

生産最の増加をはかる方針により，運営されている注営をし、うご林業経営における資本増殖の具体的方法

としては (1) 当面の収E室長を減じ，生産力の高L 、材木部債を保有し，増加させる J 包)森林の全体として

の構成には変りがないし，収穫量も減じないが. ~.やド蔀債の却'!~育上，より集約な技111~ïを投じ，その生産力

を高める。 (3) ずっと将来での生産力の向上に役立つ方法であるが，生産的に利用されていない土地の存

する限り，できるだけこれを造材利!化する。 (4) 林道などの搬出設備を十分に仔うことにより，実質的に

立木価格を騰貴させ，収益を場加させる一方，労働能率を高めるのに役立たせるニなどの方法が挙げられ

るが， 増殖過程ではこれらの方法が軽重の順序にしたがって， 結局は， すべて採用されることとなるべ

しそれらが，汁画的に一志達成された暁に，均衡経営の形態となるわけである。いずれにせよ投資の過

程であり，これらの諸方浅が併行して行われる場合は，毎年の費用は増加し，一方そうでない場合にくら

べて収益は減少する。したがってその授資事業の規震は，財政や家計から特別の資金供給がないかぎり，

おのずから制限されることとなろう c

過採経営は，収穫量を増加し，実物資本量への!食込みの明らかな生産万法をとっている経営をしづ c し

たがって経営組織を破壊しつつあるわけで，本来経営の本質に反するもので，好ましくないが，家計の必
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要，国家の強制伐j采，林業従営へのM:HHjIJ唱な経営者の態度などによりかえってしばしば生じうる。すなわ

ちこの形態の生ずる動機はまず経営外市からくるへしかしこの種の経営が一時的にもせよ経営の内部事情

から妥当とみられる場合がある それは (1) 老令泊熟の天然林が多く，したがってほとんど成長の期待さ

れない部分を，訳fたまたは皆伐し，生産力のある森林に改造しようとする場合(羽生産力のひくい広葉樹

天然生林を，生産力の高い針葉樹人士造林地に改造しようとする場合 (3) 経営維持のため予備林を伐採す

る場合などこれであるいただしこの (1) の場合には収穫量の増加があきらかで，収益もそれに応じていち

じるしく精力rrしうるが 往々将来生産量は維持されても，収益の減少が問題となることがあるコこのよう

なときは増殖経営の (3) の方法もあわせて行われる必要があろうーこの (2) の場合は，収穫量(菊f:j;す)は

ふえるが，純収益は減じ，投資額が大きくなり，結果的において増刑経営ということになる。

以上の峰営生産の態様は，各経営にとって必ずしも同定的なものではなく，長い期間の聞に， J邑J采，増

嫡，均衡の 3 形態が交替することが考えられるつまたこの 3 形態は十[]対'J~なもので，均衡と考える経営で

の収f'Í(Í増加は1到来であり，また泊探された泌営で資本増加を図ろうとする泊税は，つねに増娘である し

かして照史的に考えると，この 3 形怠が交替してゆく過程において，きわめて遅々とはしているが，林業

経営が社会筒済条f'I二の変化，とくに林産向需要と :ffrïj各の変化に適応して，自らを合理的ならしめ，収益の

増加を図ろうとすることが，考えられる すなわちそれは林業尚営が，役会経済条約二に，自らを適応して

ゆく姿であるコ

しかしこの生産形態の交替してゆく過程におし、て，しばしば問題となるのは泊床経営である その場合

の実物資本へのl食込みは，往々にして非常に強度に仔われうる n ちょうど今次大戦前後にみられた傾向で

ある、ところで一方，林産向の需要量はなかなか減少せず，むしろつねに治加の傾向にあるから，伐期低

|てにより需要増加に応ずる供給を{子うのは容易だが，一方経営としては，特別の決意をしなくては， lJ!存

1木オミ苦~債を維持しさ lらに増殖することはなかなカイ子われ:1011い、資本増舶をはかるのに比，g史的容易なのは不

生産地の生産地化である ο そのため増殖泊程でまず見られるのは，伐期令はなかなか日に復さないが，造

林地がふえてゆく現象である さらにこの泊私寸こおいても，一時的に資本全体としては増鮪しているが，

収!'@刈ーさえ休沙が減少する結果として，一回伐!拐を切ドげる現象をも生じうる。しかして漸次増殖をはかる

が，それがふたたび 111 の[乾期令に引き上げられるまでに，したがって均衡経営の泊私にはいるまでに，ふ

たたび泊旅経営に移行することが少なくないコ

したがって休業経営でほ均衡経営の段階に速やかに到達し，かっこれを維持しさらに増航悩営に移行さ

せようとするなら，長期にわたる確聞とした経営方針を堅持する必要がある。しかしそのため，外部の経

治変動に無関係にただ J定の生産方法をとってゆくのは，愚かなことである。経営を維持するための最低

の収穫量は，毎年供給しなければならぬが，もしそれ以上に生産量の余俗のある場合は，これを好景気の

ときに増加供給のため深存するのは，林業経営が収益を増加しうる方法なのである ο 収益が増加すれば，

次の林業遜営への投資績も増加しうるご

第V章 林業経営の規模および立地にもとづく分類

第 1 節分類の趣旨

林業経営の規模および経営立地は，経営を中心として見るかぎり，いずれも経営の属性であり，したが
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って第 41~îであわせて取り扱うのが妥当である

しかしこれを 1 市に分け記述するのは，この 2 種の属性の説明において，第 2 ないし第 4 章に述べてき

た諸形態が，どのように関連して考えられるか，をJR り吸う趣旨からである。ただし現実の経営では， ]:) 

下に述べるがごとくには規模や立地に|防車して， üお4経営形態が必ずしも W3阪に表われていなし、。しかしそ

れらの経営形態のl出質上，規模や立地に関係づけてあらわれるのが合間的ないし可能性が多いとみられる

ものを取りとげ，指摘したごしたがって一種の試論であり，則論的にもなお検討を要するであろう。

第2節経営規模による分類

第1. 経営規模の意義および性質

経営規模とは，経営に授スされた生産要素中，固定的な設備材(土増を含む〉の大きさをし、う c しかし

この同定財にはいろいろなものがあり，異種のものはもちろん同種のものでも，経営によって経常成果へ

の機能の仕方を異にし，またその組合せば経営により区々なため， これを綜合して，各経営問で比較する

ことができないので，実際にばかえって，おおむね簡単な標識を汁h 、て，経営規慢を分けているえ

林業経営のJ刻葵は，ナJ世および固定財の何術傾であらわすのが妥当であろう r しかしJt較的問単かっ回

定的な傑机として，よく経営面積が用いられている。けだし土地面積は比較的確実に求められやすいし，

また経営規模を決定する重要な閏定財は森林であるが，土地図僚はほぼ森林の構造内容に比例すると考

えられるからである。

経営面積を標識として規模を考えると，国有林は平均 1 経営体あたり 23 ， 000 1111 (内地は 15 ， 000 1IIr), 

公有林 500lllr程度で，一方私有林では所有者数が多いため， 2.4 田了引となる。

私有林の規模別所有者数と面積は，十分間らかではないが，総所有者数 420 万戸中， 5 間j未満 92.6%

Clliî積で 38%) ， 5-50 IlIr 7% (面積 39%) ， 501ll r以上 0.4% (面積 23%) 程度といわれる 訓査が土地

台帳間積にもとづいて仔われているため，実測ならもっと大中規模胞の戸数や面積の比率が大きくなるで

あろう。なお戦前の統計数字にくらべて，私有林地の所有規模では， 5 町以下の規模の函積戸数がともに

減じ，沌rr次大見模N号の国債戸数が増JJfIする傾向にあること，すなわち林業でも土地集中の傾向のあること

は，すでに指摘されている

経営面積よりみた従営の規模は，その規模Jこ規制され，あるいはそれに反映する経営の特徴を把揮する

手jJトりとして，重要な;古味をもっC すなわちそれぞれの規模は，生産函数と生産要素ならびに生産物の価

格を所与とし，さらに経営に変化的に作用するその他の要因を捨象した場合，経済性の原\.lIjにしたがし、生

産物価絡と限界費用の I :y'，j係からおのずから合王朝令たろうとする構造内容を示すはずである。さらに現実に

は，このようなF理想的な構造に対し，通営目標，企業形態などが作用し，加うるに生産物の種煩，処分方

法や生産援引すなどが地方的にまた慣習的に制約をうけ，そこに特徴のある構造を示すこととなるへここで

は，規模別の合理的な構造を説明するのを止め，とくに境撲が大きくなる場合と小さい場合の利益を後述

する。 また， 経営に変化的に作用する因子が非常に多様なので， 詳細にこれを記述することは困難なた

め，そのうち， ffl象的に規模に関連してみ主められる主要な経営の性質を，指摘するにとどめる

なお経営の規模(土地)をどのように分穎するかはしばしば問題となる。一定の土地所有ごとに区分し

た所有者ならびに面積の比率が，地方の社会経済事情により，異なる性質を示すことは，よく知られてい

る i また同ー土地所有規模に属していても，経営構造にかなりの相違の見られることも少なくないc した
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がって一定の国際尉模ごとにまとめて，その経営の性質を告rl ることは，林業w手f斉の分野においてはいうま

でもなく，枠業経営の研究の上ーからも必要なことであるつ

しかしこの規模の区分は，今日必ずしも統一されていないハたとえば従来よく用いられるのは， 5 町未

満の所有問J;l;を小林業家， 5~50 I lI rを中， 50 IUrJ共上を大休業家とするものであるが，そのほか 5 反未満，

0.5~1 町， 1~5 111]', 5~20 1Uf. 20~50 IUT , 50~100 旧f.それ以上は 100l!lr きざみという細かい区分もゐ

るコなおドイツでは，農業規模と関係づけて， 2 ha 以下， 2~5 ha , 5~20 ha , 20~100 ha , 100~200 

ha , 200~500ha ， 500~1 ， 000ha ， 1 ， 000ha 以上と区分した統計があるが，これはわが国の 2 つの区分

法の中間にあるものとみられる。

このような区分は，できれば綿密なほどよいのはいうまでもない。 調査の結呆必要に応じ，あとで適当

に築指することができるカ‘らである。しかし一方，この規模の調査i目的が実際にはいろいろちがうため，

それにもっとも適応する能率的な区分が行われ，そのため往々にして，異なった規|良区分となりうるわけ

である。

しかし，林業経営の性質をできるだけ正しく把握するため，経営規模の区分を行おうとする場合，とく

に注意を袈ーするのは，どの程度の規模から林業の専業経営が可能か，ということである、本来経営は生産

の経済単位を意味するから，それ自体の生産の結果として，少なくとも経営主体の家計が維持される程度

の規模であることを，前秘とする J したがって，現実が他の産業経営とくに農業経営を兼営していても，

いなくても，自己経営さらに家族労作経営の形で，独立の経営を行いうる最小面積が，林業経営の最低規

模ということになる J ラインホルトは，一人の専業経営者に年間の生計費を保証し(千 RM)，その意志を

卜分に徹底し，活動せしむるに足る保続的生産の可能な国債を，林業の小経営の規模としている さらに

ラインホルトは，管珂!組織をととのえ，専門的職員により， 管f:41.\I話営を行いうる規模のものを大経営と

し， ドイツの場令，小経営の規j莫が 25-100 ha , コミ経営 3 ， 000 ha 以上， しかしてその中間が中経営な

りとしている υ

このような経営区分は，仙の産業経営と同様な区分の基礎‘に立つものであり，したがって妥当と考えら

れるりしかし， ~休業の場合，いわば農業経営に帝ωi1i し，独立の林業経営が到底行えない短小規模のものも

少なくないことは，事実である、したがって，これらの4JM実は，以との区分に刈しii!，経営として，必要な

性質を取り扱うことができょうの

(注〕 このように，経営主体および管盟組織に区分の基礎をおくことは，経営の性質を疋しく開

j慢するとで必裂なことであるが，そのように考える結果，そのi}!模は必ずしも，場所により時

代により一定しないこととなる】林業従営の生産力は，その経済的立池および1材ミ苔積の内容

により著しくちがってくるから，これを単に土地面積規模で定めがたいのは当然である。たと

えば，きわめて特殊な場合であるが，交通地位が良好で，一町当材木蓄積が 100 年生 1 万石と

いう山形県金山のスギ林のごとき場合では，おそらく 5 町内外の土地面積で小経営が可能であ

ろうし，また都市近郊の立木価格の高い地椿では， 5~10 田l 規模の家族労作経営で，家計費の

主たる部分をまかない得ょう。一方交通地位の不良な所ではじ000 田l の面積規模でも小経営が

行われぬかも知れない。

なお同じドイツでも，デイートリヅヒは，保続作業に分注:lの基礎をおき零細経営 2-5 ha , 
小説営 5~100 ha ， 中経営 100~1 ， 000 ha ， 大掻営 1 ， 000~2 ， 000 ha以上と分け，零細経営は

南ドイツなら保続作業の可能性があるが，一般には不可能でありまた小経営も普通は困難で，

中経営から保続経営が可能となり， 大経営は専門家のはいった管理組織が構成されうるとい
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う"ラインホルトの区分の時期とディートリツヒの区分の時期とでは相当の開きがあり，また

重点を置いた iJ，\j丘地方の中[J]注なども加わり，このようなちカ、必、を生じたものであろうに

ラインホルトの区分をm~ 、ると，わが国でも小経営以上の面積が約 1 ， 400 万ITIrで全林野面積の 659ó 以

上を占めることとなるわしかしこの区分だけによることはドイツでも問題があろうし，さうにドイツにく

らべ，交通地位の同部的な差がし、ちじるしく，平野地方， rþ問地方，奥地地方とで経営事情を非常に異に

するわが国で，このような経営規模区分だけで，経営の性質を斑解するのには，限度がある u したがって

もし経営の性質を9J1 るために規模を分け，または規模を標準にしようとするなら，さらに次のいずれ力の

方法をとる必要があろう。第 1 に，規慎別に経営構造の特徴を9~1ろうとするのなら，社会経ìi梓Hf'fの比較

的制似した地方で，経営Hllii'ìを ltr.i別に制べ，その結果として，性質の抱~似した1:1'11，(ゐを示す規模をひとまと

めとするけこの場合は，結果として|咋質の異なるに厄じて規院を区分するわけ、で、あるから，地方ごとに区

分以臨聞が異なってくる しかし，この規模区分の範問が異なる点から，各地方問の同種の性質を示す経

営構造についての比較が行いえられることとなるひ

第 2 は，各地方問で共通の規模区分を片h、て，経営構造をしらべ，その結呆を統計などとして，分以集

計できるようにしようとする場合，各地方ごとに起りうる規模の変化に rc、ずる経営の性質の差を，できる

だけくわしく J[ll併するためには，士見1葉区分の隔ができるだけせまいのがよいであろうつもし全体液計をと

ることに重点、が泣かれ，区分の問を広くする必要のあるときは，地方の経営の性質により，必要のある場

合， 1 区分の内容をさらに細分して淵査する注;なが必要となる J

第 2. 大規模経営の利益と小規模経営の長所

林業縫営でも，悦|英が拡大するにつれ，利益を生ずることが多い。一般に大経営の利益として考えられ

るのは，次のごとくである。

(1) 技術的事情 大規模の設備，ことに合l型的な林11皇制の設置，築材運材での機織力の利用，専門下Jな

技術と知識にもとづく管辺和総~によっての生産の組織および運営の合盟化，これらは収益に対する生産費

の相対的な節約を可能にする。また資本集約庁、Jil遥営として，資本装備が充実するにつれ材木書積自体の価

値の高い生産力を利j目するー方，労働を節約することができる勺

(2) j出事1:1力事情 作業労働のJ(目的，種子-rJ'i木fi~具機織の!!持入，生産物の販売，さらに必要な土地や森林

の![市ス借入などの場合に，有利な条件を確保できる J

(3) 金融I'J'J事作! {言川が大きいカ、ら， Í1ÍJ:速かつ割合{J~~ 、金利で，多傾の資金の融通を受けることができ

る寸そのため--方生産党が安くなるのみならず，経営の必要な拡張改良，原材料のス手や産物の販売な

どに有利な機会を，えさせるもととなるハ

性) 経済外的事情 未利用林部分の開発，既利用林の集約度促進のための必要な公共道路の敷設，各種

団体の利用，補助金の収得，販路の拡張などについて，利益その他の便宜を得やすい二

しかし林業経営では，土地産業として農業経営と同様に ， IJ、経営が存続しうる基礎をもっ。その理由と

して次の点が考えられる。

(1) 小経営は自家労働を相当に投じうるが，これは技術水準が同じなら，雇傭労働よりは質の高いもの

である。したがって職人的て、はあるが，立地の局部の変化に応じた綿密な作業を可能にし，大経営の真似

られない程度にまで土地生産力を高め，所得を増加することができる{その基礎は労働集約度が非常に高

くなりうることにある「
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(2) このような性質の経営は，交通地位の良好な地域において，とくに存在しやすL 、。なんとなら土地

生産力が高いから，高い地代にたえうるからである。

つまり，大経営は，労銀に左右されて，投下労働畳は制約され，したがって労働生産力は高まるが，土

地生産力はやや落ちる n 小経営では自家労働が多投されて，労働生産力は落ちるが， 士地生産力l工高ま

り，所得額は増加するわけである。

(3) さらに准経営となると，農業縫営などと結合し，農業経常だけの場合にくらべて，所得を増加せし

め，さらに家計に予備的なゆとりを生ぜしめる。

しかし，この小経営では，さきほど挙げたような大経営の利益は得られない。とくに弱いのは，経営外

部の間待その他経済事情の変化に対しほとんど無力であることである

第 3 ， 規模別経営の性質

経営の規模が異なるにつれて，合間的な経営生産の態様に多少のちがし、が生じうるところから，いまま

で述べてきた経営目標や企業形態が，それぞれ自己に適応した出院をとる結月比，経営のWii丘および生産の

11~様に，ある和慶の中抑止がみられると考えられる。しかし，わが国ではまだこれを実証的に把握しうる資

料が得られない"したがってここでは， ドイツの例を参照しながら，考えられる一応の傾向を挙げてみよ

(1) 準経営個人の家計・充足経済的形態で，それも多く農家経営に従属し，したがってかなりの林野面

積が自給生産，とくに経営生産と家計充足用に向けられる p おおむね家族労作的で，労働集約であり，市

場生産を行う余怖のある場合は，ノj、 rRÎ積または単木1'1')な結合生産で，所得川数をできるだけ増加するた

め，用薪材，特用樹，さらに果樹園芸などの混合生産も行われやすい このように取引的動機にもとづい

て，生産の行われる場合が主であるが，遠隔地に森林を所有するものや前家の所有のときは，予備的動機

か投機l干庇服自にあてるため，保有されることがある

位)小経営個人の家計充足経済的形態で，多く農業後営とty;J係をもっυ 森林の構造などにより，必ず

しも，毎年収益を挙げることはないが，自給生産よりも販売生産mの林野が増加し，市場生産によりでき

るだけ所得を大きくしようとして，立地に適応した各種林産物jの混合生産Ii"， f子われやすい したがって，

個別の林地は小面積ごとに区劃される。用材林および薪材林の面積がふえるが，土地からの収益回数をで

きるだけ培加しようとして，伐期令は低下しやすい 1包接経営で，一般に労働の集約皮が高いが，部分的

に雇傭労働もとりスれられる j おおむね経営団僚が数個所に分散してくるので，立地事'11'fにr，[5;じ労働の授

下量に若干の差を生じてくるが，労働の集約な収区三回数の多い林産物の生産を，便利な地肢に，価値の高

い林産物の生践をその適当な立地に，というふうに，林地の使用円 j'I'J と生産物の種績に応ずる配置に合間

的な考慮がばらわれるようになる。なおいわゆる薪炭1和世妓では，単純な薪炭林経営が行われやすいが，

優良樹種を増加するための，林分無育作業も行われるようになり，かっ木炭の結合生産も行われる。

(3) 中経営所有形態が多様となり，それに応じて経営目標も異なってくるっ公有林の比重が大とな

り，そこでは共同経済的形態がとられるが，他の経営目標と区別のつかない場合も少なくないったとえば

部落有林や町村有林では，地方の農業の影響を受け，生業の原理にしたがい運営されるのも少なくない。

利用する農民には，薪材生草などの自給生産用の林野だが，経営としては，注文生産を行う非常に粗放な

土地点FU用経営である。また財政収スの円的で経営される町村有林には，市場生産を行う営利経済的形態と

大差のない場合もある。公有林の経営主体は，地方公共団体の長と見られる場合が多いが，部落有林では
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)白u漫経営として，作業労11加:古ij\落民のA同(ノF業により行われることがあり，一方都道府県有林などでは，

特珂経営の形態で，もつばらí1tfO， lî労例によるものが多くなる〔利用の瀕繁なところは. fj(;!明令が{氏くなる

が，奥地の天然林地併は，相当長くなる、なお保安林のごとき社会公共m林地も多くなる。

私有林では家計充足経済的形態のn't接説営もあるが. IJ、規模ながら管rQI組軌をつくり，したがってある

程度家計の束縛から向性m?し，所得主義ないし営利主義に近い形態で，市場生産を行うものも生ずる 1 皆伐

面積作業による用材生産形態が一般的となり，一方自給生産の芯義はなくなる。主として取引的動機にも

とづく材木帯積の処開が行われるが，予備的動機および投機的動機による 1やド蓄積の保有も行われやす

い。しかし小経営にくらべ，資本集約的経営形態のものが多くなり，それだけ高伐期の林分を有するもの

も生ずる。なお会社有林では，管関経営で，取引的動機，投機均動機での収益経営が行われる。したがっ

て特殊な場合をのぞき，用材林が多いが，伐均令l土一定しないc なお姉妹会社などのための注文生産を行

う場合は，一定の伐期令にもとづく収益縫営ないし実費経営が行われるが，なかには予備的動機により，

Iわド者~伎の保有に努める場合もある。

(4) 大経営主として国有林経営で，一部に会有林，個人有および会社有林経営がある。いずれも管E型

組織が盤怖され，管問!縫営による市場生産が行われる 3 用材林悩常に重点が置かれるが，立地の関係上*11

当面積の薪材1木を i下うのが普通である、一般にやや広い塊慌の凶積作業がすべて 11110， 11労働により行われ，

作業自体は比l絞的単純かつ組織的となってくる、キ!σド者債の処:wは11>1.0 1 自 J動機によるが予備的動機も重侃

されるのそれだけに一般に伐期令は高い}なお規模が大きいだけに部分的にもせよ，無機i竹生産にWIする

垂直的結合生産を行い，林i直数設などを可能にし，あわせて収スを増IJll しようとつとめる また一般に資

本集約経営に努力するが，不良立地のところも当然包含されるので，そこでは突然林の土地利用経営が仔

われるほか，未利用林や社会公共丹]林地も少なくな\" 0 

なお国有林では費IlJ補償， 個人有林では所得主義， 会社有林では営利ないし費用補償(注文生産の場

合)の閉店!にもとづく経営が基礎となる。個人有や会ト1:有林では，投機的動機による材。「、蓄積の処埋も，

若干行われうるつ

第3節経営の位置の差による分類

林業iik官営では，都市町村の緊落からの ~'U離の差および市場との阻離によって，個々に材業生産の成立発

展の燃æが異なっている 緊落は当初]林産物の自給および市場であったし，今日でも林業生産への費用投

下の態憶に影響して L 、る。 林産物市場の状態は，材木I阿倍の高さを交配する このような|見l係での長い間

の経済的なi訴事前の変化に加うるに，その地方の1:1:会的政治的な作mが，林地の使 fて使によって異なり，

そのため部落の周辺と奥地とでは，生産形態にいちじるしい差を生じてきているのが，いたるところにみ

られる什この事実から，一地方として，市場や霊長落からの山 l離の速近により生ずる材業経営の性質の変化

を，追究することができる。

ただし現実には，異なった縫営目標により縫営生産される和世が，分散交錯するため，必ずしも一様な

変化の傾向を示さず.以下iこ述べる諸傾向の交錯または倒置を示す場合も少なくなし、こしかしこのような

部分の相違は一応:捨象して，論をすすめる。

便宜的な分類の仕方だが，林業経営の発達の程受および他産業，ことに農業との関係から，森林地帯を

区分すると次のごとくになるご
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1.農 ilJ 林地借

2. 経済林地椅

(1) 労働利用地常

信)資本利用地借

3. 天然林地帯

4. 米利川J 林地借
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これらの区分にしたがって， i休業経営の所有形態， 経営円襟， 経営方法， などにかなりの差がみられ

る〉

第1.農用林地帯

もっとも早くから林業生産が行われ，それも歴史的に， 自給(注文).市場生産のj位程を辿り， その際

多く地元の農業と密接な 1 :I!，j係をもって推移し，そのため間入所有林が多く，ヵ、っ長年にわたる所有の移動

のため，一般に1が出所有規模が小さく，かっ所有地一筆ごとに細分分散しているこ自己経営が多く，かっ

とくに準経営が主で，そこでは家計充足の原斑にしたがって，生産が行われる。林産物はとくに農業およ

び家計のための自給と，現金収得減として生産され，したがって，家計充足，経営生産および販売生産用

の林野がそれぞれ交錯している。

林地の利flJ度は高く. i[やド手存積も主として内 i~rll~1分および外;"1\1刊の取引的動機により，取り扱われる。随

時労働の利用が可能であり，労働授下の条件がよいので，比較的生産期間の短く所得回数の多い林産物の

g:JiQが正事入さかやすく，特殊林産物，薪材などのg ，ïl1iJt引'~が多い。これらは多収1立2カ1一つの同僚となり，

それに応じて労働が多投されうる二また肥料なども}日L、うる。用材生産も行われるが伐期令は低く，かっ

全体として林産物その他との混合生産の形態で，土地への有効な労働投 lマ量を増加する見地から，林地の

利用種:jJIが選釈され組み合わされてゆくすなお土地同僚がi倒的因子であるところから. i[;ヰ寸之単位の水平~lfJ

結合生産を行うものがふえてくる(集約択伐作業など)コ いわゆる労働集約経営の形態をとり，販売生産

mの薪 I;:J林では，お林および初日育作業も行われるカ';. m材材i;tl" P:fiについては，収益を伴う労併投下の瀕度

が減じ，所得回数がへるだけに慎重となる。なお林業生産のHf史が古いだけに，京市也が府!Zl化し，マツ林

が優勢となる J也市もふえているが，それも坑木やパルプ問材に i向けられやすいコ管)'1日形態は，家主央労('"に

よる自己経営およびj低俗労働を用いる直接経営が多いが.t1・産物の側l各の高い地域だけに，大中規模の個

人経営も進出し，そのようなところでは，管f~l経営ないし管:H!1人(山番〉をii弘、て，ある程度資本集約的

経営を行うものもみられるコ便利がよいだけに，一般に資本維持が国一知である。その基礎は林産物の価格

が高いため，労働集約と結びつくにあるが，その結果は過採経営となりやすい。また農地拡張とし、う農業

上の直援要求から，農業の好不況により農地となったり. i[:が血となったりしやすし、部分を含む c

第 2. 経済林地帯

経済的な林業生産が行われる地帯て、ある c これは農用1が世滑に近い労働利用度のすすんだ地帯と，その

外側の労働よりも資本に依存する程度が，相対的に大きくなる資本利用地帯とに区分される。

1. 労働利用地帯〔労働集約林〉

農用林地帯の外部に援し，林業生産の歴史も農用材:地帯についで古い。林地の利用は，ス会形態の自給

生産にはじまり，その個人への分割はまだ林産物の価値の低い時代に行われ 比較的時代は新しくてもー

そのため一筆ごとの1が世の所有規模はやや大きくなり，中および小規模経営の比率が増加するー自給生産
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のための，家計充足や経営生産}日の林野も若干あるが，個人経営て、は市場生産を行う販売生産用の林野が

増える。

林業地幣として林産物の阿絡も高し したがって有利に労働を投じうるから，家計充足経済的形態で

も， il~惇の経済的円襟l土，所得主義または営利主義に近くなる。しかし農用林地市とことなるのは，労働

の随時授下に制約を生じ，差是悶期など多少時期的にまとめて投ずるのが行いやすくなり，そのため用材林

や薪材林が経営しやすくなる。特に農作向の間作や特用闘の l文明では， 肥料の逮捕T投スが困難となるた

め. f!l.放となり，その面積も減少する。

自己経営もあるが. ìï'Jj安経営は. (iM!， lî労働を得やすL 、だけに容易である υ また若干の管問縫営も存する

が，労働および資本ともに集約度がすすむ(比較的低賃銀で:'Im依可能)c

丹JÆ;iïf;本および薪炭林とも，一般に取引的動機によって運営される。経営規模が小さいほどそうである、

この取引1'10助隊および労働集約なため，一般にf定期令は低下し，ノj、面積の林分単位の作業が行われる l 用

材林では，スギ，ヒノキ， マヅなどの単純牛J茎ーが行われるが，工芸5用材を主伐の目的物とするときでも，

幼令|奇からJ1C木，足場丸太，パルプ材への結合供給が，有利に行われる。すなわちIJ、径木の rliJll が容易な

ため，造林および撫育作業がj子われやすく，それだけ労働集約度もすすむ。つまり，農用1井手自衛の特j司樹

では，多収益のための伐矧令を前犯としての労働集約I芝の増ìili もはかられるが，この地fffでは. {JWtl坊と

収穫回数の増加による労働利用がはかられやすいコなお薪材林で、は，農家の高IJ業製炭の形での(自家〉注

文生産も行われ，そのようなところでは，媛林沢!た作業もなされる。なお家計や農業のための予備的動機

による林業生産も存するが，そこでは伐期肖テが高まる

一般に伐期令があまり引き下げ得られなくなっている意味で，ほぼ均衡経営が行われているといえる

ただしこの地域も外側になるほど，資木に重点を泣く生産形態に移ってゆくが，そのようなところは立通

機関の発注につれ，ノj、径材の販路が確保されるため，漸.ì7~{J<;矧令が低下し. illlJ床経営のT送検を示す傾向が

ある。しかしそれだけ労働集約皮もすすむわけである。

2. 資本利用地借

労働利用地滑より，均I次移{子する j 交通の距離がのびるだけに，労銀が実質的に騰貴するので，労働生

産力よりは資本の生産力に意点をおく生産形態に診行するつ

したがって， 自己経営による IJ、経営や準経営は著しく減じ， 資本を利用しうる各種の所有形態が生ず

る勺個人の大中経営，会社有林，およびー部国有林や公有林があらわれる c 林業生産の開始されたのが，

一般に新しく，かつてで然林より移行したものが多いので，土地の阻沃度は高いものが多い。士地には余裕

があるが林産物のfíTIi1名がやや低いので，正日制泊な経営生産の行いえられる管理}経営の比重が高くなるこ市

場への販売生産がiまとんど全部で，それぞれの経済目標にしたがう経営が行われる。また局部約には委託

経営，信託経営や借地林業も生ずる 3

本わド蓄積の処浬では，取引的動機によるものが主だが，資本の生産力をより多く利用しうる用材の市場

生産の商積がふえる。ただし個人有や会社有では，子備的動機や林産物価格の騰貴を期待する設機的動1援

にもとづく j本木蓄積の尿有も生ずる}また会社有林では姉妹会社などのための，注文生産も行われるこ

この地域は，水源地帝に近くなり，したがって社会公共用体也がふえるが，国有林や公有林ではとくに

そうである lコなおこの地帯の公有林でも，農家の経営主産や家計充足の需要にあてるス会林聖子が存するご

用材林では，伐期令の比絞的長い工芸的用材の生産が主となるご労働が粗放なだけに，単純な針葉樹を
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主とする生産相t造となり，〆j、径材の利用もやや困難なため，比較的lムーぃ面積の有機的無機的行ニ業を組織的

に行うことにより， 収益を得ょうとする J 面積単位の作業は単純でかつ造林撫育作業もやや粗放となる

が，それだけに天然生闘の混生地を生じ，結果として結合供給もはかられるっ薪材林もかなり存するが，

土地利用経営の形態となり，比較(i'~長伐期となり， ~:本業経営の直営製l炭ーや，または企業製炭が行われる。

なお林産物の供給をできるだけ有利にするため，林道敷設や集材機，運搬共などへの投資がすすむ。

予備内心部品漫や投機的動機による休木苔債の[別与がはかられるため，増月lî経営の形態もとられるが，交通

機関が有利となると，取引(1内部臓が促進され，一時的にj凶采経営の状態となりうる

第 3. 天然林地帯

まだ正常な林業経営の成立しない地市であるコ交通地位が不良で，天然林が多く，採取事業は行われる

が，育成的な林業経営は，-分に経済的でなく， :ì:企林事業は発達しない A したがって，費lIì有Mi'tの原則にも

とづく国有休および公有林縫営が主体となり，土地利用経営が行われるすしかし一部には，予備的弱bt~や

投機的闘機による会社の進出もみられないではない〕

針広混交の天然林が主で， i到令は高い J 市場生産〔無機i'I'~)により引き合う林産物のみが供給されるが，

その種績は比較的単純となる。とくに資本の不足する場合は滋採におちいりやすいコ資本の効率を高める

ことが必要となり，そのためには大面積皆伐作業が合間性をもつが，一方この地滑は概して脊梁山脈の近

くに位置し，森林の国土保安作用が重要となってくるので，訳伐作業や〆j、面積皆伐作業も行われるつしか

しこの択伐作業も粗放となり，往々にしていわゆる選木択伐におちいりやすい。広葉樹林では用材薪材の

結合供給が行われるが，薪材の市場生産は困難で，企業製炭や直営製炭事業が行われる。

このような地併の材木の生産力はほとんど零だから，採取事業はつねに泊採経営となるが，交通機関の

発迷につれ，少しずつ資本利用地帯に移行し，堵列店経営が行われるようになる。

第 4. 未利用林地帯

主として国有，一部公有であるべ人為的交通路がなくっ探取事業も行い難い。しかし，康史的にみて，

この地借の面積はつねに減少しつつあるつ

このようにみてくると，林業において交通地位が経営形態および生産階造に，変化をあたえる大きな要

因であることが知られる。その如何により，便利な削fでは労働の自発附」投下が促進され 必ずしも有

機的なものばかりではないが←ー←他の地市では，資本が主主主:な林業発途の動力となるコ




